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決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和元年９月６日（金）午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    森田 忠彦    副委員長   山田  強 

        委  員    羽山 茂男           本  馨 

                阪口  寛           西田いく子 

                村井 浩二           寺町 幸雄 

                田中 祐二           建石 良明 

        議  長    中村 直幸 

４ 欠席委員                
 
                        会 計 管 理 者 ５ 説 明 員  町    長  浅野 克己           奥野 展久 
                        兼 会 計 課 長 

        副 町 長  松村 勝之   危機管理課長  村上 正規 

        教 育 長  勝良 憲治   観光産業課長  西本 武史 

        総 務 部 長  今川 新八   地域整備課長  小角 孝彦 

        まちづくり推進部長  浅野 達雄   生活環境課長  浅井 尚和 

        健康福祉部長  横田  勝   教育総務課長  池田 貴則 

        教 育 次 長  田中  清   生涯学習課長  鳥取 勝憲 

        総務政策課長  奥埜 哲生   学務指導担当課長  西野 直美 

        財 政 課 長  吉田 雅樹   学校給食Ｃ所長  冨田 昌彦 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 平成３０年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○森田委員長 皆さん、おはようございます。 

 昨日に引き続きまして決算常任委員会を再開させて頂きます。 

 本日は、全員出席して頂いておりますので、会議は成立致しました。 

 よって、これより委員会を再開致します。 

 直ちに会議に入ります。 

 それではまず、まちづくり推進部関係についての説明を求めます。 

○浅野まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、私の方からまちづくり推進部所管の歳出について、事業別区分の決算額の

大きいものを中心にご説明を申し上げます。 

 尚、職員人件費につきましては、各費目に共通することから、説明の方は省略させて

頂きたいと思います。又、不用額につきましても、別途不用額調書を配付させて頂いて

おりますので、説明の方は省略させて頂きます。 

 決算書の５４、５５頁をお願い致します。 

 ２款総務費、１項総務管理費、７目交通安全対策費。交通安全推進事業の１８万５千

２５６円は交通安全の啓発に必要な消耗品費、富田林警察署管内の交通安全協議会負担

金でございます。 

 ８目防災対策費支出額８５６万１千８５２円、防犯委員会事業の１９節負担金補助及

び交付金４７万６千５９７円は、富田林警察署管内の防犯協議会負担金と防犯委員会助

成金でございます。防犯灯維持管理事業の７０３万１千６１４円のうち、１１節需用費

３５２万７５０円は、防犯灯１千７９５灯分の電気料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料２７４万８千８１６円は、防犯灯のＬＥＤ灯部等リース料で

ございます。 

 １５節工事請負費７６万２千４８円は、２６灯のＬＥＤ防犯灯新設工事請負費でござ

います。地域安全センター事業の１２万６千７１８円のうち、１２節寄附費４万円は地

域安全青色防犯パトロール隊８０名等のボランティア保険料でございます。 

 次頁、５６頁、５７頁、をお願い致します。 

 防犯カメラ維持管理事業の９２万６千９２３円のうち１１節寄附費については、町会

で設置して頂きました防犯カメラ６４台分並びに町で設置しました１１台分の防犯カメ
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ラの電気料等でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金は、防犯カメラ設置補助金５台分及びカメラ画像を記録

するＳＤカード３１枚分の補助金でございます。 

 少し飛びまして６２頁、６３頁をお願いします。 

 １３目公害対策費、公害対策事業１１９万９千３８７円は梅川、太井川、飛鳥川の水

質分析の為の業務委託料１８万３千４２６円や本町を含む南河内３市２町１村の公害規

制分野における共同処理事業負担金９４万７千円、ゴルフ場環境保全協議会開催に伴う

３名分の委員報償費２万１千円等でございます。 

 又、少し飛びまして９６頁、９７頁をお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の狂犬病予防事業の６万４９２円

のうち１１節需用費は狂犬病予防注射済票の購入や注射用封筒の印刷製本費等でござい

ます。１２節役務費は狂犬病予防注射通知書の郵送料でございます。 

 又、少し飛びまして１０２頁、１０３頁をお願いします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費、ごみ事業１億６千６９１万５０６円のうち１

１節役務費４３万７３５円は、家庭系無料ごみシール５千２７７通分の配送料等でござ

います。13節委託料７千４１５万９千９６０円は、家庭系ごみで太子町の住民さん１万

３千人の１２ケ月分並びに家庭系の臨時ごみ２９トン分、事業系ごみ５万３千８１袋分

の収集委託料７千３７５万８千８２０円及び犬猫死体焼却委託料等でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金９千２２６万１千９１１円は、南河内環境事業組合への

負担金でございます。内訳でございますけれども、施設費分担金が３千８６万８千円、

管理費分担金が５千７９２万５千円、共通事務費分担金が３０２万８千円等でございま

す。 

 クリーンキャンペーン事業１２０万６千９６９円のうち、１３節委託料１０６万１千

２００円は、クリーンキャンペーンに伴い発生した土砂等の収集処理業務委託料でござ

います。し尿事業２９４万９千８９２円のうち１３節委託料２６０万７千６５７円は、

し尿汲取及び臨時汲取の委託料等でございます。１９節負担金補助及び交付金３４万２

千２３５円のうち、し尿整理券利用助成金３３万２千２３５円は３２件分の助成金でご

ざいます。 

 ２目循環型社会推進費、循環型社会推進事業の３千３６５万８千６０５円のうち、次

頁の１０４頁、１０５頁、１３節委託料、ビン・カン収集処理業務で１千８３０万７千
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５１６円、金属類収集処理業務で２１６万１千８０円、ペットボトルとプラスチック製

容器の包装廃棄物収集処理業務で１千１８５万６千２８８円等でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金１１０万１千９８０円は、自治会等が自主回収されてい

る古紙等回収に対する３８団体への補助金でございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、支出済額２５５万６千１０８円、

農業委員会運営事業２４０万４千９０８円は、農業委員会委員及び農地利用最適化推進

委員１７名分の報償費で、それと農地パトロールや視察研修の農業委員会運営費並びに

大阪府農業会議負担金等でございます。 

 農業者年金事務事業１５万１千２００円は、農業委員、推進委員等に配付する全国農

業新聞の新聞代等でございます。 

 ２目農業総務費、支出済額３千１０４万７千９２７円、次頁１０６頁、１０７頁をお

願い致します。 

 一般農政対策事業４４０万１千４７８円のうち、７節賃金４７万８千４６０円は、経

営所得安定対策のアルバイト賃金でございます。８節報償費１２万２千４３６円は、２

６地区の実行組合長への報償費等でございます。１３節委託料１８７万４千３００円の

うち、電算機器プログラム保守等委託料１６万２千円は、農地台帳システムのプログラ

ム保守委託料でございます。有害鳥獣駆除処分委託料５１万８千４００円は、イノシシ

３２頭分の処分費用、有害鳥獣捕獲委託料１１９万３千９００円は、ブドウ、水稲、果

樹等の農作物の鳥獣被害防止の為に太子町有害鳥獣対策協議会捕獲隊に委託した費用で

ございます。 

 １８節備品購入費１４万５千８００円は、経営所得安定対策事業に伴うシステムプロ

グラム購入費でございます。１９節負担金補助及び交付金のうち、主なものとして大阪

南部農業共済組合負担金８０万５千円及び農業振興補助金は、ブドウハウスの廃棄ビニ

ール処分に対する助成金として２６万４千円。農作物被害防止資材購入の補助として、

ワイヤーメッシュ及び電気柵の材料費１７件分の補助金で４０万１千円でございます。 

 農業用施設等復旧支援事業１４万８千８９４円、１９節負担金補助及び交付金、昨年

９月に発生しました台風２１号による被害農業者向け経営体育成支援事業補助でござい

ます。 

 ３目耕地事業費支出済額１千９８１万１千８０３円。耕地関連事業５３６万２千４８

３円、１１節需用費のうち修繕費１９７万８千５６０円は、農道、水路等の修繕費用、
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１９節原材料費の２６５万３千５１２円は同じく農道、水路等の修繕に伴う原材料費で

ございます。 

 １９節負担金補助及び交付金のうち、ため池防災テレメーター負担金３９万３千円は

雨量や水位等の確認の為、北今池に設置されている防災テレメーターの維持管理負担金

及び平成３０年度に新たに設置しました東谷池の防災テレメーターの工事費負担金でご

ざいます。 

 農業基盤整備促進事業５１６万６千７２０円。 

 次頁１０８、１０９をお願いします。 

 堂の下農道の補修工事請負費でございます。ため池改修費用９２８万２千６００円は、

にごり池改修工事請負費でございます。 

 ２項の林業費、１目林業振興費、支出済額７４９万６千４０５円。 

 林業振興事業の３２６万３２０円のうち、１５節工事請負費２９４万７千３２０円は、

箱ヶ原林道の路肩等改修に伴う工事費用でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金は、二上山美化促進協議会負担金等でございます。 

 万葉の森等維持管理委託事業４２３万６千８５円は、二上山万葉の森の各施設の維持

管理に要する費用でございます。１１節需用費のうち消耗品費４万４千７１５円は、ト

イレの消耗品費、修繕費４万４千２８０円は同じくトイレの修繕費等でございます。１

２節役務費３万３千９０９円はトイレ浄化槽の警報用通信料でございます。１３節委託

料３３７万５千１４０円は、山田自然観光組合及び太子町自然を守る会に委託しており

ます二上山万葉の森の各種施設の維持管理委託料でございます。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工業振興費、支出済額２千２８２万１千２４６円。 

 商工業振興管理事業１９３万３５０円は、次頁１１０頁、１１１頁をお願いします。

商工会太子町支部並びに富田林商工会への助成金等でございます。 

 地域就労支援事業２１万１千８８０円のうち、１３節委託料１１万３千２５６円は、

医療事務講座等の職業能力開発事業委託料でございます。 

 ２目消費生活対策費、消費生活対策事業５１万９千５２３円のうち、１３節委託料３

０万円は消費者啓発講座委託料です。 

 １９節負担金補助及び交付金の消費者相談事業負担金１７万７千円は、富田林市、河

南町、千早赤阪村及び本町が合同で実施しております相談事業への負担金でございます。

尚、平成３０年度の相談件数は全体で６４４件、太子町の住民からの相談件数は５３件
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でございました。 

 ３目観光推進費、支出済額２千２９１万６２３円。 

 観光推進事業１千８３８万６千８４５円のうち、１１節需用費７万２３８円は、電気

料及び水道料として、小野妹子墓の横にあるふるさとトイレに係る費用等でございます。

１３節委託料９１４万７千９３６円は、マスコットキャラクターたいしくんを活用した

ＰＲ事業の委託料でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金の９１０万８千円は、太子町観光・まちづくり協会への

助成金でございます。 

 道の駅運営事業３４４万２千６６０円のうち、次頁１１２頁、１１３頁、１３節委託

料２３３万４千５０１円は、道の駅の清掃管理並びに機械警備等の委託に要した費用で

ございます。 

 まちづくり観光交流センター等維持管理事業７６万１千１１８円、１１節需用費のう

ち燃料費４万２千９６５円は、観光交流センターのガス等燃料費でございます。 

 にぎわい創出強化事業９２万円のうち８節報償費、聖徳太子没後１４００年記念事業

として、本年３月に万葉ホールで実施しました講演会の講師謝礼でございます。１３節

の委託料は、啓発物品作成の委託料でございます。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、支出済額７千６０６万２千２８５円。 

 道路橋梁管理事業２０６万５千４８６円は、１１節需用費の消耗品費で１４万９千７

６２円、道路維持管理事業に必要なポストコーン、アンカーボルト及び除草材等の消耗

品でございます。 

 次頁の１１４頁、１１５頁をお願いします。 

 １３節委託料２１万６千円は、法定外公共物管理システム保守委託料でございます。

１４節使用料及び賃借料の１５６万８千１６０円は、積算システム機器及びプログラム

の賃借料でございます。町道維持管理事業２千７５４万４千８６４円は、町道敷の維持

管理に要した費用で、１１節需用費のうち電気料１４０万７千９８円は、町道の照明灯

１７４基、トンネル照明灯４１基の電気料でございます。修繕費の４８３万８千円は道

路構造物３２ケ所、道路施設の修繕費でございます。 

 １３節委託料１千６７８万７千３３６円は、町道敷の除草、植栽帯の維持管理及び高

木剪定の委託料でございます。 

 １９節使用料及び賃借料２０３万８３２円は、ＬＥＤ灯部に交換した道路照明灯１２
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４灯、トンネル照明灯３９灯のリース代でございます。 

 １６節原材料費２４４万９千７３９円は、町道の修繕に伴う生コンクリートやアスフ

ァルト等の原材料費でございます。 

 アドプト活動事業１７万５千７３１円は、現在活動して頂いております３団体に対す

るごみ袋等の消耗品費、ボランティア保険代及び肥料や花の苗等の費用でございます。 

 町道老朽化対策事業２千２９６万７千２８０円は、橋梁及び舗装の長寿命化計画策定

に基づいた橋梁の点検と舗装の修繕工事を行った費用でございます。１３節委託料１千

１５５万６千円は、橋梁の定期点検として近鉄南大阪線をまたぐ跨線橋、春日大橋、大

平橋の２橋の近接目視点検委託料でございます。 

 １５節工事請負費１千１４１万１千２８０円は、町道老朽化対策工事として山田春日

線の舗装修繕工事費でございます。 

 交通安全施設整備事業２９９万８千２４８円は、道路反射鏡５ケ所、転落防止柵６ケ

所及び道路区画線等交通安全施設の整備工事請負費でございます。 

 ２項河川費、１目河川等改修事業費、支出済額２千９１４万４千６２４円。 

 次頁の１１６頁、１１７頁をお願いします。 

 河川管理事業８０３万２千２０円は、河川維持管理に伴う消耗品費、工事請負費及び

大阪府河川協会他の負担金でございます。 

 １５節工事請負費７９６万９千３２０円は、太井川の護岸整備改修工事費でございま

す。 

 普通河川維持管理事業費２００万４千６０４円は、本町の管理する普通河川の維持管

理に要する費用でございます。１１節の需用料１１４万９千１２円は、河川構造物９ケ

所の修繕費用でございます。１３節委託料３５万７千４８０円は、唐川ホタル保護区域

の草刈り業務及び唐川ホタル鑑賞会の警備委託費用でございます。１６節原材料費４９

万８千１１２円は、河川構造物の補修７ケ所に伴う原材料費でございます。 

 土砂災害対策事業３４万９千１１１円は、土石流監視システムに伴う電話料及び雨量

計、土石流監視装置システムの保守点検業務委託料でございます。 

 ３項都市計画費、１目都市計画費、支出済額４千６４万４千５３４円。 

 次頁の１１８頁、１１９頁をお願いします。 

 都市計画管理事業３９４万８千３１３円のうち１節報償費８万４千円は、都市計画審

査会委員報酬でございます。昨年は都市計画審議会を２回開催致しました。１１節需用
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費３万２千５２３円は、建築法規等の書籍購入費でございます。１９節負担金補助及び

交付金３７９万８千３２０円は、各種協議会等の負担金他、南河内広域行政共同処理事

業負担金でございます。 

 空家等対策推進事業１６万１千８９６円、１節報償費１１万９千円は、空家等対策協

議会委員の報償費でございます。１１節需用費１万５千１６円は、関係の書籍の購入費

等でございます。 

 ２目都市公園費、支出済額２千１０４万７千３４４円。 

 都市公園維持管理事業の１千８４６万８千５０５円のうち１１節需用費の修繕費１７

９万５千４８８円は、公園施設トイレ手洗い及び遊具１７件分の修繕費でございます。

１３節委託料１千１２２万６千４４円は、公園の清掃、除草及び高木剪定等に要する維

持管理費用でございます。 

 次頁１２０頁、１２１頁をお願いします。 

 １４節使用料及び賃借料６６万４千８４８円は、ＬＥＤ灯部に交換した公園照明灯６

２灯のリース代でございます。 

 １５節工事請負費２９５万９千２００円は、太子第１公園の遊具更新工事費用でござ

います。１６節原材料費１５万１千２２４円は、公園の補充用真砂土及びバーク堆肥２

件分の材料費でございます。１８節備品購入費５９万１千５５０円は、ホームベンチ、

芝刈り機、エンジンチェーンソー等の備品購入費でございます。 

 ３目下水道費、下水道事業特別会計繰出金事業１億４千１９万４千４７９円は、下水

道特別会計への繰出金でございます。 

 ４目まちづくり推進費、支出済額２２８万７千２９４円。 

 景観まちづくり推進事業２９万８千２９４円は、花のあるまちづくりの会のボランテ

ィア活動に対する費用で、庁舎周辺やポケットパーク等の花づくり等、住民協働のまち

づくり活動を積極的にして頂いている諸経費でございます。 

 安全安心まちづくり推進事業１９８万９千円。 

 １９節負担金補助及び交付金、耐震の補助金と致しまして、耐震診断への補助金１３

件分５８万５千円、耐震改修工事への補助金は１件分で５７万円、ブロック塀等撤去促

進補助金が８件分で８３万４千円でございました。 

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費の１億９千４８万５千９０２円のうち、１

１節需用費の修繕費２８万１７０円は、太子分署の設備に係る修繕及び消火栓のかさ上
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げ修繕に要した費用でございます。 

 １３節委託料の１億８千６４２万２千８０８円は、富田林市への常備消防業務委託料

で、平成３０年度中の火災等の出動件数でございますけれども、火災件数が３件、救急

件数は６５７件でございました。 

 １８節備品購入費３５４万３千９２０円は、太子分署に配備しました軽四輪駆動搬送

車１台の購入費用でございます。１９節負担金補助及び交付金２３万９千円は、救急安

心センターおおさかの運営負担金でございます。 

 ２目非常備消防費、支出済額１千７２７万５３６円。非常備消防管理事業の１千２１

８万５６円のうち、１節報償費５６５万４千８８８円は、次頁の１２２頁、１２３頁を

お願いします。 

 消防団長以下団員、平成３０年度決済で１１３人分の年間報償費、消防団員火災等の

出動費が４２万円、台風２１号に伴う東部対応支援出動及び各種訓練の報酬で年間延べ

２１０回の出動でございました。 

 ８節報償費２７３万円は、本年度中に退団されました消防団員７名分の報償費でござ

います。１１節需用費のうち被服費４４万５千３６２円は、新入団員５人分の活動服と

盛夏服の購入費用でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金の３３０万３千１８円のうち消防賞じゅつ金掛金２０万

３千円は、消防団員が業務遂行により災害を受けた場合の賞じゅつ金支出の為の掛金、

公務災害掛金２４７万４千６１４円は、消防団員の公務災害補償と退職報奨金支給の為

の掛金、福祉共済掛金３２万４千円は、消防隊員が業務遂行等により災害を受けたり、

障がい者となった場合の福祉共済金支給の為の掛金でございます。 

 消防資機材整備事業の５０９万４８０円は、消防団の業務遂行に必要な経費でござい

ます。１１節需用費のうち修繕費８１万７千４２９円は、各分団の消防車等の修繕や法

定点検等の費用でございます。被服費の３３５万２千７７円は、消防団員の活動服や名

札の購入費用でございます。１２節役務費６５万８２０円は、消防団のＭＣＡ無線１２

台分の利用料や分団の消防車の車検手数料、任意保険料、自賠責保険料等でございます。 

 ３目水防費、支出済額３千４５６円。水防事業の１１節需用費で消耗品費３千４５６

円は、水防資材の土嚢購入費用でございます。 

 ４目災害対策費、支出済額８９５万４千１２円、災害対策事業の７８６万７千５６円

のうち、１１節需用費の電気料７万２千６９０円は、屋外防災行政無線子局の１１基分
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の電気代でございます。１２節役務費の７４万１千２４０円は、衛星電話３台分の電話

料金とＭＣＡ無線１５台分の利用料でございます。 

 １２４頁、１２５頁をお願いします。 

 １３節委託料１２０万９千６００円は、防災無線の機器保守委託料でございます。１

５節工事請負費２７２万５千９２０円は、戸別受信機の外部アンテナの設置工事費用並

びにＪアラート新型受信機の設置工事費用でございます。 

 １８節備品購入費１７６万８千７１６円は、防災用備品購入費用でございます。１９

節負担金補助及び交付金１１０万７千４０円のうち防災資機材整備補助金７９万７千円

は、自主防災組織２１団体に対する消火器、ホース格納箱、スタンドパイプ等の助成補

助金でございます。 

 防災訓練事業の９５万９千３９６円は、本年２月２４日に実施しました町総合防災訓

練の費用でございます。１１節需用費２１万５千５６０円のうち消耗品費１８万６千２

８９円は、防災訓練参加者に対する非常食並びに訓練材料費等の購入費、食糧費２万９

千７７円は、炊き出し用の豚汁の材料費でございます。１３節委託料７０万３千７６２

円は、テント、机、椅子、放送設備の設置業務委託料でございます。防災士資格取得推

進事業の１２万７千５６０円は、職員の防災士資格取得に係る２名分の旅費及び研修費

受講料でございます。 

 又、少し飛びまして１５８頁、１５９頁をお願いします。 

 １０款の災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目農林水産業施設災害復旧

費、農林施設災害復旧事業の２千２４５万６千４４０円は、平成２９年１０月に発生し

ました災害に伴う災害復旧費用に要した文化池流入土砂の浚渫、南今池と文化池の間の

倒木並びに渓流の土砂撤去費用でございます。 

 ２項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧

費用の３２６万３千３１２円は、昨年９月の台風２１号に伴い発生した災害復旧事業に

要した費用で、１３節委託料３２５万６千４００円は町道への倒木撤去委託料で竹内春

日線他２路線の６ケ所の業務委託料でございます。 

 以上で歳出についての説明を終わります。 

 引き続きまして、歳入についての説明に入りたいと思います。 

 前の方に戻って頂きまして、決算書の２０頁、２１頁をお願い致します。 

 下から３段目、１１款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目



－８１－ 

の交通安全対策特別交付金で、収入済額２１１万１千円。交通安全施設の設置に対する

交付金でございます。前年と比べまして１４万３千円、６.３％の減でございます。 

 次頁２２頁、２３頁をお願いします。 

 １２款分担金及び負担金、１項負担金、２目土木費負担金６７６万４千６６６円。１

節の都市計画費負担金、収入済額６７６万４千６６６円は、南河内広域行政共同処理職

員の人件費負担金でございます。 

 １３節使用料及び手数料、１項使用料、３目商工使用料、収入済額１６６万９千５５

０円。１節道の駅施設使用料の１４４万円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の使用料でご

ざいます。２節まちづくり観光交流センター等使用料２２万９千５５０円は、まちづく

り観光交流センター並びに竹内街道の交流館の使用料でございます。 

 ４目土木使用料、収入済額９４８万６千５７５円。１節の道路等占用料で９４２万３

千９９０円、２節都市公園使用料６万２千５８５円は、電柱等道路及び公園等の占用料

で１４事業者からの収入でございます。 

 ２４頁、２５頁をお願いします。 

 ２項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、収入済額１０８万５千４１４円

のうち罹災証明手数料が１万５千６００円、台風２１号等による５２件の罹災証明発行

手数料でございます。３目衛生手数料、収入済額１千９３３万４千１３０円は、１節し

尿汲取手数料で収入済額２２７万５千３０円、し尿汲取券一般の３千１１５枚分及び無

臭トイレ用券３２７枚分、臨時汲取券の販売手数料でございます。２節犬猫死体処理手

数料、収入済額６万５千円は、２６体分の処理手数料でございます。１体につき１千５

００円でございます。 

 ３節廃棄物処理手数料、収入済額１千６５７万８千７００円は、家庭系廃棄物及び事

業系一般廃棄物の処理手数料でございます。４節飼犬登録手数料、収入済額３６万６千

８００円のうち犬の登録手数料が１２万６千円で、これは４２頭分でございます。狂犬

病予防注射済票交付手数料２３万７千６００円は、４３２頭分でございます。鑑札の再

交付手数料３千２００円は２頭分でございます。５節特定家庭用機器廃棄物収集運搬手

数料、収入済額４万８千６００円は、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機の家電４品目

の収集運搬手数料で１８台分でございました。 

 ４目農林手数料、収入済額３千４００円。１節鳥獣飼養登録手数料は、メジロの飼養

登録手数料で１件分でございました。 
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 次頁の２６頁、２７頁をお願いします。 

 ５目土木手数料、収入済額３０万１千１８０円。１節土木管理手数料１１万８００円

は、道路幅員証明が２件、明示手数料１４件、屋外広告物手数料１２件分でございます。

２節都市計画手数料１９万３８０円は、区域区分証明が１件、それと開発許可の手数料

でございます。 

 次頁の２８頁、２９頁をお願いします。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、収入済額７２６万８千

円。１節道路橋梁費補助金６３５万５千円は、町道老朽化対策事業に対する社会資本整

備総合交付金でございます。 

 ２節まちづくり推進費補助金９１万３千円は、耐震関連の補助金でございます。６目

の災害復旧事業費国庫補助金、収入済額２４１万９千６９６円。１節の農林水産業施設

災害復旧事業費補助金２４１万９千６９６円は、平成２９年度に災害復旧工事としてし

ました南新池土砂撤去の費用に対する国庫補助金でございます。 

 ３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金、１節総務管理費委託金４万９千円は、自衛

官募集事務の委託金でございます。 

 次頁の３０、３１頁をお願いします。 

 １５款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金、１節総務管理費補助金２４３

万５千円のうち、公害防止事務費補助金が１２万４千円、環境規制関係での移譲事務交

付金が９６万７千円でございます。路外駐車場の経営や許可等の移譲事務について移譲

事務交付金が２万７千円でございます。 

 ３目の衛生費府補助金、次頁の３２頁、３３頁をお願いします。 

 ２節清掃費補助金の８万３千２００円は、所有者不明の犬死体処理補助金で５万４千

２００円、獣医師法に基づく獣医師の届出受理が２件分と固定経費としての移譲事務交

付金で２万９千円でございます。 

 ４目農林水産業費府補助金、収入済額２１４万８千８７０円。１節農業費補助金２０

２万４千８７０円。主なものとして、農業委員会費交付金及び農業委員会費補助金等で

ございます。 

 ２節林業費補助金は、鳥獣の捕獲許可の移譲事務交付金１２万４千円でございます。 

 ５目商工費府補助金、１節商工費補助金１８万９千円は、商店街整備計画の認定等の

移譲事務交付金でございます。 
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 ６目土木費府補助金、収入済額１８９万３千７５５円。１節道路橋梁費補助金５４万

５千円は、違法屋外広告物除去交付及び移譲事務交付金でございます。２節都市計画費

補助金８９万５千７５５円は、開発許可事務の交付金や建築基準法事務補助金並びに移

譲事務交付金等でございます。 

 ３節まちづくり推進費補助金４５万３千円は、耐震補助に伴う補助金でございます。 

 ７目消防費府補助金、収入済額４８万円は、産業保安行政事務、保安３法の移譲事務

交付金でございます。 

 次頁３４頁、３５頁をお願いします。 

 ３項府委託金、３目農林水産業費府委託金、収入済額３６０万２千２００円。１節の

林業費委託金は、二上山・万葉の森維持管理運営等の委託金等でございます。 

 ４目商工費府委託金、収入済額２３１万３千３６０円は、１節商工費委託金、道の駅

近つ飛鳥の里・太子の管理に係る委託金でございます。 

 ５目土木費府委託金、収入済額１８万５千円は、都市計画費委託金で都市計画基礎調

査委託金及び福祉まちづくり条例の委任事務交付金でございます。 

 ３６頁、３７頁をお願いします。 

 １９款繰入金、１項基金繰入金、３目たいし・ふれ愛福祉基金繰入金、６目の環境衛

生等基金繰入金で３５４万３千円は、太子分署の軽四輪駆動の搬送車購入に伴う基金繰

入金でございます。 

 ２０款諸収入、３項の雑入、１目雑入、３８頁、３９頁。 

 １節の退職消防団員報償金等収入２６８万円は、退職消防団員６名分に対する報償費

収入でございます。 

 ２節の雑入のうち、まちづくり推進部が所管するものは上から３つ目です。３番目の

地図売却代で２万２千４００円、４段目の農業者年金業務委託料として８万９千８００

円。６段目アルミ・鉄等の資源ごみの売却代として３２２万９千３５５円。ずっと下が

って頂いて、真ん中辺りの、建築物調査報告事務費として２２万５０円。観光交流セン

ター自動販売機電気代として７千８４８円です。消防団員福祉共済事務費として５千４

００円、消防団員福祉共済返戻金として２万７３６円。 

 次頁、４０頁、４１頁をお願い致します。 

 上から２段目の各種団体事業補助金返還金６千５４円でございますけれども、これは

太子町消費生活友の会の実績額が交付決定額を下回った為の返還金でございます。下か
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ら２つ目のおおさか防災ネット機能改修・移行業務に係る遅滞料千円ですけれども、こ

れは業務委託に係る契約に基づいた遅滞料でございます。 

 ２１款町債、１項町債、１目農林業債、１節農業債、収入済額４２０万円は堂の下農

道事業に充当したものでございます。 

 ２目土木債で１節道路橋梁債の１千２０万円は、町道老朽化対策事業に充当したもの

でございます。２節の河川債７９０万円は太井川改修事業に充当したものでございます。

３目の消防債、１節消防債２４０万円は、Ｊアラート新型受信機整備事業に充当したも

のでございます。 

 ６目の災害復旧費、１節公共土木施設等災害復旧債５８０万円は、公共土木施設等災

害復旧事業に充当したものでございます。 

 以上で、まちづくり推進部の歳入歳出についての説明を終わります。 

○森田委員長 只今、説明がありました。 

 ここで暫時休憩と致します。 

 再開は１０時３５分にお願いします。 

午前１０時２０分 休 憩 

                                        

午前１０時３５分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開致します。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○建石委員 １１７頁、太井川改修をやって頂いて、それでこれは２期に分けましたかね、

どうでしたか。 

○小角地域整備課長 太井川改修なんですけど、昨年から改修させて頂きましたけど、一

応今年度で葉室地区の家がある部分につきましては、今年度で完了する予定でございま

す。あと、全体的にその河川につきましては、昨年度、一昨年ですか、全河川を点検、

確認をしていますので、その辺でまた維持管理が徹底されていないところにつきまして

は、今後検討していきたいというふうに考えております。 

○建石委員 １０７頁、農道、水路のことで聞きたいんですけれども、これ、予算的に４

５０万円ぐらいですか、修繕費と原材料。それで例えばこの年度、平成２９年にああい

うふうな災害が起こって、町道とか、その辺、他の部分は殆ど公金というか、国のお金
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が入ったんですけれども、これは災害の部分ではこの金額が入っていないものなんでし

ょうか。 

○西本観光産業課長 ご質問の１０７頁の耕地関連事業費用の修繕費、原材料費でござい

ますが、規模が極めて小規模なもので、おっしゃるように国の補助事業等の対象にはな

ってございません。それとあと、平成２９年度の災害ということでのご意見がございま

したが、平成３０年９月の強風、台風２２号の強風、その部分でも、それを受けまして

ちょっと小規模の維持修繕的なものが入っております。 

○建石委員 ちょっと勉強不足で資料を読んでこなかったんですけれども、この平成３０

年度の決算の金額と今年度の金額と対比した場合は、今年度は増えているんですが、そ

の辺はどうですか。 

○西本観光産業課長 今年度は修繕費で２００万円、それから原材料費で２９０万円を予

算計上させて頂いています。それを今現在執行中でございます。 

○建石委員 ちょっとお願いしておきたいんです。来年度の予算案において考慮して頂き

たいところがあり、こういった農道、水路に関してはだんだん老朽化してきて、それに

対してこの特に水路の絡んだ状況で、町道に対しても悪影響を及ぼしているような所が

あると思うんです。出来ましたら、令和２年度の当初予算にその辺のところを考慮して

頂けたらと思います。それと里道管理は今、どうなっているんですか。 

○小角地域整備課長 里道、水路、国から移譲を受けまして、町の方で管理するような形

にはなっています。市街地部分の維持管理につきましては地域整備課の方で管理してお

りますし、あと耕地、農地の付近にあるような、そういう所につきましては観光産業課

の方で管理して頂いている状況にあります。 

○建石委員 これ、里道に関しては、例えば人が通れないほどの雑草が生えてきている、

あるいはちょっと崩壊しているような所があれば、その辺のところに対してはされるん

ですか。 

○西本観光産業課長 例えば、農道を兼ねたような里道の場合でしたら、基本は農道とい

う農家さんが常に通られる道ということで、地域の方で雑草の維持管理等はお願いした

いところでございます。 

○建石委員 その辺のところを、例えば私らみたいな、それは農業委員会なりに要望は町

としては、行政側としてはお願いするということは出来ないんですか。 

○西本観光産業課長 今のご質問は維持管理がされていないような所を地元の農家さんな
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りが通じて、農業委員会の方を通じて利用者の方に要望する、出来ないかということで

ございますか。それはやはり基本は地元管理ということでやっていく必要があるなと考

えております。ただ、規模にもよるところもあるというのは、詳細は地元さんとの協議

だと思いますが、基本的には地元で管理して頂きたいというふうには今、考えておりま

す。 

○寺町委員 今、建石委員と関連した形で太井川改修工事請負はわかっているんですけれ

ども、葉室から太井川にかけまして、川の中のやっぱり草、木、土砂等の状況が見苦し

い的なものがあるんですけれども、定期的にやって頂いているとは思うんですけど、ど

れぐらいの頻度でやって頂いているんでしょうか。 

○小角地域整備課長 今、寺町委員、おっしゃられているのは太井川、ちょうど葉室地区

から下流側になりますと思うんですけれども、葉室地区から下流側になりますと、大阪

府の方の管理の河川になっていまして、住民さんからも時折お電話等を頂きまして、ど

うにかならないのかということで、管理者である大阪府の方に一応依頼はかけているん

ですけれども、大阪府の方も基準があるということで、土砂の堆積等についてはちょっ

とまだその基準を満たしていないので、土砂の撤去等は行わないと。ただ、道路に、町

道も横に面していますので、その部分について川の方から草等が出ておれば、それにつ

いては適宜対応して頂けるんですけど、年間１回の草刈りがあるかないかというふうな

状況であります。あくまでも町の方から依頼をしないとなかなか対応して頂けないとい

う状況ではございます。 

○寺町委員 その件は理解しているんですけれども、新美原太子線の陶器山から下ったト

ンネルを越えた右側の水路関係、上からの草等、これも府の関係だと思うんですけれど

も、やっぱり定期的に回って頂いているのかどうか、土砂等たまります。土砂からまた

草が生えて、道路に。この間から大雨があって、非常に道路の方に水が流れ込んでいる

と。勿論土砂も流れ込んでいると。次の水路のところへまた行きよるから、今度は太子

町の水利組合の関係に関連してくるかなというような状況の所があるんですね。先般、

そちらの方にお電話させて頂いて、一応府の方、富田林市の方に、土木事務所の方に連

絡をさせてもらいますと、前もあったんだというようなことで、定期的にこちらから言

わなければ、絶えずそれのイタチごっこみたいな状況なので、出来たら定期的に巡回し

て頂いて、町の方からもやっぱり見て頂いて、その結果で発信して頂けるような方法も

考えて頂けたら有り難いかなと思うんですが、どうですか。 
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○浅野まちづくり推進部長 今、寺町委員のご質問なんですけど、先程の建石委員との関

連もあると思うんですけれども、時代とともにそれぞれの役割というのが出来なくなっ

ているということで、地元であったり、行政であったり、管理者、大阪府であったりし

ても、その辺をいかに連携して、現場の状況も大阪府が管理しているから大阪府が見に

きてくださいよというのも、これもまたしんどい話となっておりますので、その辺のア

ンテナとかいうのはしっかりとうちの方が張りまして、又、その役割につきましても、

地元が出来ることについては地元に協力して頂くと、うちが出来るやつはうちがやると、

大阪府にお願いしなければならないやつは大阪府にしっかりと連携しながらお願いして

という、この辺も時代とともに難しくなってきているんですけれども、そこらの連携は

しっかりやっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。 

○寺町委員 伽山町会としても、皆さんが通られる道でもあるので、例の１２月、クリー

ンキャンペーン的なところではその水路の掃除もさせて頂いているんですけれども、１

年に１回のことですので、どうしても途中でこういう事態が起こっていますので、そこ

らがちょっと懸念されるところであります。今、自助努力的な地域でまた協力をし合っ

てやっていくというのも、僕もこれからそういう方向で皆さん方に発信していこうとは

思っているんですけど、今の状況ではどうしても言ってこられることが多いものですか

ら、どうしても行政の方にお願いをしなければならない、そういう流れの中ですので、

また是非今後のこともありますけれども、いい方向で進めて頂けたら有り難いかなと思

います。 

○田中委員 １０９頁のにごり池なんですけれども、平成３０年度は埋め立てて頂いて、

今年度の整備予定をちゃんと教えてほしいんですよ。 

○西本観光産業課長 にごり池の今年度の整備予定の内容のご質問でございます。昨年度

の埋め立てを受けまして、順に東屋その他、植栽、照明灯、それと外周にフェンス、そ

れと国道との間の町道の拡幅工事、そういったものを今年度予定しております。 

○田中委員 時期は。 

○西本観光産業課長 もう間もなく秋が始まりますが、この第３四半期には契約工事を始

めていきたいなというふうに思っております。 

○田中委員 それであと水抜き自体が財産区から町の方に移管されたということなんです

けれども、ここの維持管理、町会が中心になってやって頂けると前にお伺いした記憶が

あるんですけれども、そういうことでよろしいんですか。 
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○浅野まちづくり推進部長 にごり池につきましては、ご存じのように、もともと財産区

の所有であったやつが今回、太子町にという形になっておるということです。ただ、今、

工事に関しましては昨年と今年度、こういうような形でうちの部で担当をさせて頂いて

おります。今後の維持管理につきましても、先程、課長の方が申し上げましたように、

基本的には地元管理という形で只今調整をしているところでございまして、現在のとこ

ろ、はっきりとした形までは至っていないところでございます。 

○田中委員 そこはしっかりと、また管理の方をよろしくお願いします。それでため池と

いうことで、山田小学校の下のところ、この前、何かボーリング調査をしていたように

思うんですけれども、ハザードマップか何かまた立てられる予定なんですか。 

○西本観光産業課長 ため池の山田小学校の下の池の名が平尾池と申しますが、おっしゃ

るように、今年度ハザードマップの作成を予定しております。その為の事前のボーリン

グ調査でございます。 

○田中委員 にごり池も埋め立ててやって頂いて、必要のない所は、僕としてはやっぱり

今後も順次埋め立てていったらいいのかなというような考えもあるので、そうだからに

ごり池をやって、今後、引き続いてそういう考えのもとに特にああいう小学校も近くや

し、危険除去という面からも今後そういう不必要な池を埋め立てていこうというような

考えがあるんでしょうか。 

○西本観光産業課長 基本的に農業用のため池という位置づけのもと、そのため池として

の所謂受益、その下で利用されていないという状況をまず検討するということが１つと、

あとそれであっても、調整池の機能を残す必要があるんであれば、受益がなくても、そ

の一定調整池という意味での存置という必要がありますので、その辺は今後対象池があ

るならば、そういった両面から検討が必要かなというふうに思います。 

○田中委員 必要かどうかという勿論それはちゃんと調べた上で進めるということになろ

うかと思うので、出来たらそういう形を進めていくというような姿勢が必要ではないか

なと思います。では、それで。 

 ちょっと細かくなるんですけれども、１１１頁、観光推進事業で妹子のトイレの、ご

めんなさい、せっかく説明してくれたので、電気料、水道料、それで管理委託料と出て

いるんですけれども、これはどこで管理されているんですか。 

○西本観光産業課長 妹子のトイレ関係委託料は、まずは清掃管理を藤野興業さんに委託

しております。こちらが４万６千４４０円の分です。妹子トイレ管理委託料４万６千４
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４０円。 

○田中委員 が、藤野さんか。 

○西本観光産業課長 はい。これが藤野さんです。これは年１回浄化槽の清掃の分になる

んです。上の浄化槽の水槽の分は近畿ビルサービスさんに委託しています。これは１万

９千６５６円です。 

○田中委員 浄化槽ということで、何かトイレ全体の管理ではないんだね。 

○西本観光産業課長 はい、便器を掃除するとか、そういう清掃は我々が行っております。 

○田中委員 そうですか。そうしたら、僕、行った時、たまたまか知らんけど、ちょっと

汚れが目立つような状況があったので、そうだから、非常に使いにくいような状況であ

ったので、そこらの管理というのか、また使いやすいように、特に観光に力を入れてい

るという中で来た観光客が何だというような状況にならんように、ひとつよろしくお願

いします。 

 あと、１２１頁の上の方に備品購入費で公園備品購入費、さっきチェーンソーを買わ

れたというふうに説明があったんですが、これは何台買われたんですか。 

○小角地域整備課長 チェーンソーにつきましては、１台の購入でございます。 

○田中委員 僕、たまたま山の奥に行ったら、チェーンソーを沢山置いてあったから、そ

れなのかなと。１台ぐらいやったらわかるけれども、何であんなに沢山置いてあったん

だろう。それはそれでいいです。 

 あと、１２５頁の防災士関係なんですけれども、今日、たまたままたちょっと新聞に

も載って、よその市で何か市長が受講するやら、せんやらということが載っていたんで

すけれども、これ、２名ということで説明があったんですけれども、それは全額を補助

するということでいいんですかね、うちの場合は。 

○村上危機管理課長 太子町の場合は全額補助というか、お金を払って対象者の方に受講

して頂いていると。職員ですね。 

○田中委員 今までもあったと思うので、今現在何人おられてというような状況もちょっ

と教えてほしいんです。 

○村上危機管理課長 平成３０年度までで１９名、課長補佐級に昇格した職員の必須資格

ということで、今のところ１９名の職員が資格を取っておるところでございます。 

○田中委員 いいことなので、是非とも継続して続けていって頂きたいなというふうに思

います。 
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○森田委員長 他にございませんか。 

○村井委員 ちょっと質問があるんですけど、まず１０７頁の有害鳥獣関係のところでイ

ノシシが３２頭という捕獲だったと思うんですけど、これは目標とか設定されていたの

か、予算のところにですね。それと、経年の捕獲頭数といえば、どういう感じになって

いるのですか。 

○西本観光産業課長 まず最初のご質問のイノシシの目標の関係ですが、計画の中では年

間、１００頭を計画として立てております。２つ目のご質問の経年のことでございます

が、平成３０年度が３２頭、それから遡りまして平成２９年度が６８頭、それから平成

２８年度は１９頭、ちょっと今、手元の資料ではそこまでしか経年で、申し訳ないです。 

○村井委員 今、平成２８年、平成２９年、平成３０年、１９頭、６８頭、３２頭、平成

２９年度が６８頭、すごくイノシシが多かったのか。 

○西本観光産業課長 すいません、ちょっと間違って。平成２９年度はすいません、４７

頭の処分でございます。すいません。 

○村井委員 平成２９年度も４７頭ということで、これはどういう、ばらつきが出ている

というところは全体量が少なくなっているのか、ある年またそれが急に増えたとかとい

うところを何か教えて頂けませんか。 

○西田委員 今、処分だけを言っているけど、捕獲もあるよね。だから、もっと捕ってい

るのは捕っているね。 

○西本観光産業課長 説明不足で申し訳ございません。整理をさせて頂きます。村井委員

からご質問がありました平成３０年度３２頭というのは処分数でございます。処分数は

平成３０年度３２頭、平成２９年度は４７頭、平成２８年度は１９頭でございます。そ

れから、西田委員のご質問がありました捕獲数を申し上げます。平成３０年度は８８頭、

平成２９年度は１１５頭、平成２８年度は９１頭でございます。 

○村井委員 これは平成２１年に鳥獣被害防止計画ですが、策定された中でも色々目標設

定されて、当時８０頭とか色々ありますけど、この中でよく聞く捕獲奨励金、もしくは

報奨金というのは出ているんですか。 

○西本観光産業課長 そういう捕獲奨励金というのが府の方ですか、ちょっとあるように

聞くんです。実際にこれ、去年もこの捕獲隊の方とその協議をしまして、そういう奨励

金をもらえる制度がありますけれどもということでお話はさせて頂いたんですが、ちょ

っと後の事務の煩雑といいますか、ちょっと色々手続の関係、それとそれによって農家
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さんが被害を受けているこういうイノシシのそういう業務に奨励金をもらうということ

についてちょっと考えておられまして、捕獲隊の方からは奨励金はちょっと遠慮すると

いうことでのお話がございました。 

○村井委員 これ、例えば太子町だけではなくて、大阪府内近隣市町村、それと全国的な

流れというのはどういうふうに把握されていますか。 

○西本観光産業課長 ほんとうに申し訳ございません。ちょっと全国並びに近隣の方まで

は把握しておりません。 

○村井委員 確かにこれは一般住民さんで、誰もかも捕獲して、その奨励金を頂けるとい

う制度ではないと思うんです。例えば狩猟免許をしっかりお持ちの方、例えばそういう

ふうに許可を得て捕られた方とか色々あるかと思うんですけど、その辺のとこを含めて、

この計画の中にもあります農家さんに狩猟免許の取得、だから猟銃を使っての捕獲が全

てが狩猟ではないと思うので、そういうところの講習会とかを開いて、出来ればそうい

うところの奨励金、報奨金というのを、制度を活用してやっていかないといけないので

はないのかなとは思っているんですけど、特にその周辺市のところをきいたら、やっぱ

りそういうようなところもやってはるところがあると聞いているので、その辺のばらつ

きで、よそで捕ったらそんなのはあるけど、太子町で捕っても何もないというのも、そ

れは抜本的な解決にはならないというのもあるかと思うので、その辺のお考えを教えて

頂けませんか。 

○西本観光産業課長 捕獲に関する講習会を町の方で行うというのは、なかなか我々自身

もそういう捕獲ということについての技量的な部分がございませんので、ちょうど大阪

府の方でそういう講習会は定期的に開かれていますので、そういった講習会に今後、

我々含め、それから今、お困りの方、それから広く一般の方も来て頂けるようであれば、

そういうことを我々含め、聞いていると勉強していく必要があるかなと考えております。 

○村井委員 平成２１年に計画されたこの策定時でも、狩猟免許保有者の高齢化というと

ころが問題で、これから対策を打っていかないかんということで、もう平成２１年度時

点でこういう文言が出てきているんですね。だから、そういうところのことを実際にや

っていかないと、庁内の有害鳥獣、イノシシ、アライグマもあるかと思うんですけど、

有害鳥獣の被害という、特に農作物の被害がひどい所はもう農業をやめちゃうとかいう

ふうな農家さんもいらっしゃると思うので、そこは無理やということはあるかと思うの

で、その辺、ほんとうにちょっと力を入れて頂きたいと思います。 
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 それと続いて、これを説明して頂きたい。１１１頁の観光推進事業のところで金剛山

展望塔保存会負担金という、この金剛山展望塔保存会という団体とわかるようだったら

構成メンバーを教えて頂けませんか。 

○西本観光産業課長 ご質問の金剛山展望塔保存会の構成メンバーと、どういう団体かと

いうご質問です。構成メンバーは奈良県の方の五條市、御所市の２市、それから大阪側

が千早赤阪村、富田林市、河内長野市、羽曳野市、河南町、それと本町、合計８市町村

が構成メンバーになっておりまして、内容でございますが、金剛山開基１千３００年を

祈念しまして、その昔、青少年の道徳心を育成するということで、それぞれの、その当

時は郡、葛城郡、宇智郡、それから南河内郡という３つの郡の教育委員会が中心となっ

て青少年の道徳心の育成をということで、金剛山にそういう展望塔、それからそういう

展望の機械、それをつけたのが発端と言われています。今はそれぞれの市、どっちかと

いいましたら、観光の方がその部署を担っておりまして、具体的にはこのそういった部

分での店頭料であったり、その展望塔付近のその下の草の維持管理であったり、そうい

ったものをこの負担金で予算計上させて頂いています。 

○村井委員 広域での観光、現形の１つというふうに今、説明いただいて解釈しました。

それはちょっと置いておいて、この次の同じ頁の道の駅運営事業なんですけど、これ、

ちょっと私のざくっとした計算の中なんですけど、歳出の予算額が３４４万２千６６０

円、歳入のところが府委託金で２３１万円、使用料が１４４万円、ということは差し引

きしたら３０万円ちょっとの儲けが出ているのか、黒字という解釈でよろしいんですか。 

○西本観光産業課長 おっしゃる通り、道の駅のこの維持管理につきましては、歳出の１

１３頁の委託料２３３万円、そうですね、それと歳入の使用料と、それから大阪府の委

託金で若干入りの方が多くなっておりますが、我々としましては出の方の、例えば電気

料であったり、それから修繕等を予算計上しておったんですけれども、そういったもの

が節減、大きな修繕等なく節約出来た、水道料も含めて節約出来たという、その結果、

今年度に関しましてはちょっと入りの方が多くなっているかというふうに解釈しており

ます。 

○村井委員 道の駅というところで住民さん、利用者さんからの色々声も皆さん、聞いて

いると思います。その中に今、おっしゃったように、次、どういうふうなことが、また

道の駅で対応しないとあかん、急にやらないとあかんとかもあるかと思うので、その辺

のこともありますし、これは例えば府委託金もちょっと減額しますよとか、そういう流
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れにはなっていかないですよね。 

○西本観光産業課長 今後の予定はちょっと未定のところはありますが、これまでの府委

託金を府と協議する時は、我々も毎年、毎年委託金をお願いしますと、増額をお願いし

ますということで協議はこれまでしておりました。今後もそんな形で協議をしていきた

いというふうには考えております。 

○村井委員 色々道の駅でも、電気代節約したり、そういうエアコンのところもちょっと

事務室の所は使用をちょっと控えたりということですごく努力されているということも

聞いていますし、これから没後１４００年に向けてのひとつ大きな施設、キーワードに

なってくる施設だと思うんですよ。その辺のところも道の駅運営協議会の方と密に連絡

をとって、そういうふうなところをお願いしておきます。 

 それともう一つ、１２３頁の水防事業なんですけど、昨今のテレビの映像でも、災害

といったら、何か水に浸かった、車が浸かった、家が浸かった、水というところの、川

が氾濫して、例えばさっきの建石委員の質問にも水路から水が溢れて床下へ入ってくる

とかいうところも関係あるかと思うんですけど、この水防費の原材料費の９万４千円が

全額不用額になっているというのは、どういう予算計上されて、どういうことで不用に

なったのか教えて頂けますか。 

○小角地域整備課長 原材料費の不用の件でございますが、本来水防活動に備え、水防活

動でやっぱり一番よく使うのは土嚢袋、土嚢になってくると思うんです。この原材料と

いうのは土砂等の購入という形でいつも予算計上しております。ただ、今年度につきま

しては、今、上ノ太子みかん園の前にあります町有地の方に土砂をストックしている分

がございまして、その土砂を使って土嚢を準備しているという状況でございます。あと、

本来でしたら、土嚢以外の板柵等も準備しておくのがベストかもしれませんので、今後

ちょっとその辺を検討して有効に予算活用していきたいというふうに考えております。 

○村井委員 最後に今年もまた台風、所謂線状降水帯と言われる雨雲によっての被害が報

道、テレビ、ニュース、ラジオ、色々な所で流れている訳ですけど、去年の台風被害を

受けて、１年経ちましたけど、具体的にどういう対策をしたとか、そういうところのこ

とがあれば教えて頂けませんか。 

○村上危機管理課長 昨年の台風２１号によりということで、新聞も１年経ってどうやっ

たのだということで、色々マスコミも賑わせているところでございますが、台風２１号

によりまして、町内においては強風による街路樹の倒木被害を始め、屋根の損壊等被害
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を受けたんですけれども、幸いにして人的被害がなかったということでございます。あ

と、あの時にかなり停電時、停電が広範囲に起こったということで、避難所の開設につ

いても、ご指摘を頂いたということを記憶しておるんですけれども、原則的に停電によ

る避難所は現時点でも開設するということは考えておらないですけれども、昨年の台風

によりまして、関西電力の停電対策として、関西電力から停電区域等の情報をリアルタ

イムに得られるようになっていることから、災害発生による停電時による、時期にもよ

るんですけれども、夏場で特に高齢者の身体に負担が発生することが予測される場合と

か、停電が長引く場合は、これ、自助共助ということで、集会所という形が一番いいと

は思っているんですけれども、臨機応変に避難所の開設も検討していきたいなと考えて

おります。又、昨年発生しました西日本豪雨を教訓と致しまして、避難勧告発令基準の

見直し及び避難勧告等の表現を境界レベルによるものに変更致しました。又、昨年度か

ら引き続き実施されています、地域づくりからの支え合い勉強会により、災害時の自助

共助について地元自治会において学習頂いておることから、災害時の地域における助け

合いにも期待出来るのかなと考えております。 

 災害時における連携ということが重視されるんですけれども、昨年度の災害におきま

しては、消防署、警察、消防団及び災害支援隊との倒木撤去をやったんですけれども、

これはかなりスムーズな連携が行えたことを教訓に引き続き連携を図っていきたいと考

えております。 

 あと、全職員に向けても、昨年度も台風の進路予想等の情報提供は行っていたんです

けれども、全職員に対して危機意識と情報の共有を図る為、現在大阪管区気象台から台

風とか大雨等の異常気象が予測される場合、配信される詳細な気象に関する説明資料と

いうのを頂いておりまして、それが来次第、今年度から社内メールにより、全職員に対

して通知しているところでございます。 

○村井委員 この委員会をしている時も、夕方になったらすごく外で大雨というか、豪雨

が降っているという所もありますし、テレビでも、三重県では台風も来ていないのに、

線状降水帯の影響によるのか、大雨が降って避難勧告のレベル５が発令されていた自治

体もあるかと思うんですね。そういう時に私は思いますけど、先程の答弁にもありまし

たけど、やっぱり共助というところで関係団体、特に町内での関係団体の方々との連携

というのがすごく重要になってくるのではないかなと。これはもう役所の方だけでは無

理だというところもあるかと思うので、その辺もっと密に連絡、連携をとってもらって、
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進めていかなきゃいけないと思うんですけど、もう一回、その辺のお考えを教えて頂け

ませんか。 

○村上危機管理課長 地元団体といいましたら、一番大きいところでは町会ですね。町会

の中でも、全ての町会、４９の今、防災組織、自主防災組織というのもありますので、

そこが核になってこようかなと思うんですけれども、あと他の団体、いろんな団体がお

られるんですけれども、当然力を発揮して頂くのは災害支援隊の方。あと、一番忘れて

はならないのは消防団との連絡を密にして、消防団員に対しては災害がというか、異常

気象が発生する場合につきましては、今も声もかけさせて頂いていますし、以前からも、

頼みますよということで声もかけさせて頂いていますので、これにつきましては、村井

委員のおっしゃる通り、連携をいつもしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○村井委員 ありがとうございました。それと最後にこれ、５５頁の交通安全推進事業の

負担金のところの富田林警察署管内交通安全協会負担金ということで、交通安全協会の

ところで毎年春と秋に万葉ホールで交通安全講習会を開いて頂いているかと思うんです

けど、そこでの講習会の参加されている人数等、ここ経年の参加人数の推移とかいうの

をわかるのだったら教えて頂けませんか。 

○村上危機管理課長 申し訳ございません。今ちょっとその資料を持ち合わせておりませ

んので後ほどお知らせさせて頂きます。 

○村井委員 推移のところで年々減っていると。なかなか講習会をやっても、昔だったら

会場は満員だったけれども、今はぽつぽつでということで、講習会を２日やっているの

を１日にするのか、場所が広すぎるのかとかいうふうなご意見もあるかと思って聞いて

いるんです。その中でただ講習会を開くのではなくて、町内、この町事業の中で、例え

ばボランティアの車の運転をされている方とかいう質問も今までずっとあったと思うん

です。例えば役場職員もやっぱりこの前もちょっと車を見たら、えらくへこんでいて、

これはどうしたのかなと思いながら見ていたんですけど、やっぱりそういうところの講

習会をボランティアで車を運転される方も推奨、義務付けるのは無理だと思うんですけ

ど、参加を促すというふうなお考えは、全体的にですね、もう太子町全庁挙げてのその

事業の中でのそういうお考えはないんですか。 

○浅野まちづくり推進部長 先程の村井委員からの質問なんですけれども、交通安全に関

しましてはおっしゃるように富田林市の交通安全協会の方の年２回の安全講習会という



－９６－ 

のが中心でした。確かにこの安全講習会、私も毎年ずっと参加していまして、参加しま

すと、参加シールを貼って頂けます。それで５年たったら、表彰対象になって、それが

大阪府独自の制度でして、あんまりその表彰をもらっていても意味ないし、僕は１回ず

っと無事故無違反だったんですけれども、途中で違反しまして、もう意味もなくなった

し、もうやっぱり参加の値打ちというのがその安全講習会で感じられなくなったんです

ね。ただ、交通安全というのは、その安全講習会が一番の中心的な活動だったんですけ

れども、ちょっとそれ自体をどうするのかということも含めまして、今後色々な、例え

ば町の方では今、毎月５日が太子町の交通事故を守る運動という形で各交差点に議員さ

んの中でも入って頂いている方も含めて、交差点の中で交通安全指導をやったりとか、

毎月１５日が地域安全の日というような活動もやっています。又、各学校園の方に行き

まして、交通安全指導とかをやっていますし、先程おっしゃった高齢者の事故の問題、

色々ございます。これは社会情勢に応じながらみんなで交通安全をどう考えていくかと

いうのを単に講習会だけでは駄目だと思いますので、今後、また学校関係とか色々の団

体と協議致しまして、引き続き交通安全に努めて参りたいと考えておるところでござい

ます。 

○村井委員 私は思いますけど、私も参加させて頂いて、例えば昨今で言ったら、道路交

通法が色々改正されている中で、特に高齢者のところの安全というところがすごく全国

的にクローズアップ、運転の免許証の返納を含めてクローズアップされている中で、片

やこっちではボランティアで、例えば私が所属しているのは青色防犯パトロールの中で

も乗務員さん、運転手さんが高齢化になってきている。運転に不安を感じるようになっ

てきた。出来れば助手でお願いしたいという会員さんもいらっしゃるのは確かなんです。

社会福祉協議会の方でもボランティアの方が我こそはという方、運転をやっているけれ

ども、そういうところもやっぱり高齢化というところもあるんです。出来ればそういう

ところで参加を促して、安全を担保する、安全に事業を進めて頂けるというところのこ

とを啓発というのは必要だと思うんです。 

 法令が変わるということを知るというのはなかなかないと思うんですよ。やっぱりそ

ういう所に行って、今まではいけていたけど、今年からは違反になりますよとか、やっ

ぱりそういうところの改正、変わるというのは毎年参加せんとわからんことが多いので、

新聞にも大きく出る時もありますけど、全く出ないというのも、法律が変わりましたよ

と一言一句出ている訳でもないですし、やっぱりそういうところのことをうまいこと講
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習会を利用して頂いて、安全確保をしてもらって、事業を進めていきたいと思うんです

けど、その辺はどうでしょうか。 

○村上危機管理課長 おっしゃる通りでございます。当然そういう法律についてはなかな

かわからないので、改正しても目に触れない部分がありますので、今、青色防犯パトロ

ールの方、結構高齢の方が多いので、運転に不安を感じられている方もおられますけれ

ども、運転については法令第一になりますので、青パトの方に、来週早速講習会がある

んですけれども、周知するような形でやっていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○森田委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 村井委員の質問に続いて、１０７頁の鳥獣被害の問題なんですけれども、先

程捕獲の問題で質問されていたんですけれども、平成３０年度から被害防止の方、農作

物被害防止資材購入補助金という形で、以前は材料費でやっておられたんですけれども、

こういう補助金制度にして農家の方がより利用しやすい制度にして、補助額も増やした

ということで、町長の開会の挨拶で言っておられましたけれども、実際は平成２９年度

と比べて、決算額で言ったら、大体同じぐらいだと。そうだから、そういう意味で言っ

たら、せっかく制度を作ったけれども、あんまり周知がされていないのか、その制度を

変えた効果というか、その辺はどうお考えなんでしょうか。 

○西本観光産業課長 農作物の被害防止資材購入補助金の関係のご質問ですが、平成３１

年度から補助率は２分の１変わらずに、上限額を３万円から７万円に上げました。その

まず周知ですが、平成３１年度そういうことを行いまして、早速５月の広報に周知はさ

せて頂いています。それとどれだけ効果があるのかということですけれども、補助金額

を３万円から７万円にこの平成３１年度から上げておりますので、例えばですが、平成

３０年度の支出は４０万１千円ですが、１７件の方がご利用頂いています。それが仮に、

１７件の方がご利用頂いていますので、引き続き予算額としまして７０万円予算を押さ

えておりますので、継続してその周知に努めていきたいと考えております。 

○阪口委員 せっかく制度を改善して、それで補助額も引き上げたと、そういうことで頑

張って頂いている訳ですから、周知をして頂いて、より利用しやすい制度にして、被害

防止に努めて頂きたいというふうに思います。そうせんと、反対に言ったら、制度をや

っても、これはもう高齢化も進んできて、農業をやるというか、諦めている人を増やし

ているのと違うかなと。耕作放棄地が増えて、もう柵すらも設置出来ないというのか、
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そういうことにならないように、なりつつあるのかもわからんけれども、よりならない

ように被害が出ぬように努めて頂きたいというふうに思います。 

 それとあと１０３頁、ごみの問題なんですけれども、人口が減ってきていると思うん

ですけれども、ごみの量はそんなに減っていないのでしょうか。その辺りはどうなって

いるんでしょうか。 

○浅井生活環境課長 今、ごみの量の話については当然人口が減ってきて、ごみは減少傾

向にはあるんですが、平成３０年度の実態と致しまして、ちょうど昨年９月の台風によ

ります災害ごみが増えた関係で、太子町のごみとしては５６トンほど増えて、３千１０

６トンといった状態でございます。これは南河内環境事業組合での資料から来ておる訳

なんですが、それがなければ、通常であれば台風の災害等がなければ、減少傾向になる

のと違うかなとは考えております。 

○阪口委員 そういう台風等で突発的に増えたのだったらいいけれども、何かごみの種類

によったら、あんまり減らんと増えてきているというのも聞いていましたので、一般ご

みと粗大ごみの差とか、それからもう一つ水道や下水で使用料が増えるのはいいのだけ

れども、例えば事業系のごみ、新しい商業施設も出来たので、そっちの方で増えてきた

のかなと思ったんですけど、そっちの方の影響というのはあるのですか。商業系のごみ

というか、事業系か。 

○浅井生活環境課長 委員お示しのように事業系のごみというのが太子西条線沿いの商業

施設の立地によりまして、これは対平成２９年度よりも事業系のごみが約１万８千９５

３体増えております。これはまさしく商業施設によって増えてきたというのも言えると

思うんです。 

○阪口委員 増えるのがいいのかどうかちょっとわかりませんけれども、下水の方だった

ら、使用料が上がってきていいというようなことなんですけれども、事業系のごみとい

うのは、家庭ごみは資源ごみで分別も随分されてやっていますけど、事業系のごみとい

うのはもう何でもかんでも一緒に焼却ですか、その辺はどうなっているんでしょうか。 

○浅井生活環境課長 南河内環境事業組合の方に当然持っていって焼却をされる。言い方

はあれですけど、変なごみは入っていないと、そういう意識でもって回収をして頂いて

いますので、そういうことはないと思います。 

○阪口委員 何れにしましても、事業系のごみを含めて、環境に悪影響を及ぼさないよう

に今後も努力していって頂きたいというふうに思います。 



－９９－ 

○山田副委員長 １０９頁、万葉の森維持管理の二上山、これ、府の委託金が３６０万円

なんですけど、これ、ここで４２３万円なにがしか出てくるんですけど、この中で３６

０万円がどういうふうに割り振ってやられるのか、教えてほしいんです。３５頁に３６

０万２千２００円が入っておるんですけれども、それが４２３万６千８５円なんですが、

これ、このまま見たら、さっきの村井委員の話の逆で、うち、持ち出しみたいになって

いるんですが、どれとどれに充てるのか。 

○西本観光産業課長 入りの方は大阪府から入ってくる３５９万９千６００円ということ

で、二上山万葉の森の施設の維持管理、それからその施設の維持管理ということで、巡

視であったり、あと啓発活動、それから植生の保育管理ということで、所謂草木の管理

ですね。そういったことの分で頂いております。出の方が、おっしゃって頂きましたよ

うに、４２３万６千８５円。実際の比較はその中の１３節の委託料の３３７万５千１４

０円、そちらとの比較になるのかなというふうに考えております。ちょうど１０９頁の

真ん中ぐらいの１３節の委託料３３７万５千１４０円。ここで５つの委託がございます

が、そこで今先程大阪府の歳入を申し上げましたが、そういった諸々の費用をそれぞれ

山田自然観光組合さんであったり、太子町自然を守る会さんであったり、またトイレの

清掃ということで藤野興業さんであったり、そういった事業者さんにお願いして二上山

の維持管理、清掃を行っているところでございます。そして、そうしたら１１節の需用

費等はどういうものに使っておるかというところですが、例えば１１節の需用費の消耗

品、これの５千円というのはそのトイレの中のトイレの消耗品ということで、トイレッ

トペーパーであったり、それから。 

○山田副委員長 結構ですわ。私が知りたかったのは、府がみんな持ってくれるのだと、

こう思っていたけれども、府の委託金だけでは賄えないんだということなんですよね。 

○西本観光産業課長 基本的には、山のこの１３節の委託料３３７万５千１４０円、これ

でその山の維持管理を賄えておりますので、３５頁の歳入の府の委託金の３５９万９千

６００円、何とか賄えているのかなというふうに思います。 

○山田副委員長 ですが、この３６０万円では、大体これでは賄えない。だから、府の方

には４２３万円頂かなあかんけど、そこまで遠慮して言えないということですか。 

○森田委員長 部長、答えられますか。どうぞ。 

○浅野まちづくり推進部長 ちょっと説明と質問がうまくかみ合ってなかったような感じ

なんですけど、見て頂いたらわかるように、ハードというか、目に見えた形ではおっし
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ゃっているように、府から３６０万円ぐらい入っていて、委託料で３３７万円というこ

とだったら、それでいけているというか、プラスと違うのかということだけれども、逆

に言えば、それ以外のその上の需要費等もありますので、府からもらっている以上に経

費はかかるので、そこは出来るだけ町の方で当然追い足ししてやっていますし、府の方

にはもう少し、それに見合ったお金を頂きたいということを要望しながら進めていきた

いと考えております。 

○山田副委員長 はい、わかりました。それから、１１１頁の消費者相談事業委託金で１

７万７千円が出ているのですが、これは消費者事業、相談事業なのだから、その言葉通

りだと言われるのか知らんけど、これの概要を教えてください。 

○西本観光産業課長 １１１頁の消費生活対策事業の中の消費者相談事業負担金１７万７

千円の概要でございますが、これは本町以外に富田林市、河南町、千早赤阪村のこの４

市町村共同で行っている事業でして、具体的な事業の概要としましては消費者のトラブ

ルの相談を受けるということで、富田林市の市役所にそのセンターといいますか、窓口

を置きまして、消費者相談を受けております。ちなみに平成３０年度は年間通じて６４

０数件の窓口の相談がございまして、本町の住民の方のご相談は５３件でございました。

そういった相談事業を中心に年間を通じた窓口相談を行っております。 

○山田副委員長 その相談内容なんですけど、ナンバースリーぐらいまで、１、２、３ぐ

らいはどんな内容なのか、教えてもらえませんか。 

○西本観光産業課長 やはり最近のこのインターネット関係の分で、例えば有料サイトの

架空請求であったり、ワンクリック請求、そういったインターネットの関係の相談、そ

れと金融とか保険サービスの関係、そういったことがあるように報告では聞いておりま

す。 

○山田副委員長 それから、うちに消費生活友の会という会があるんですから、この辺の

活動状態、どんなものですか。 

○西本観光産業課長 消費生活友の会の活動状況でございますが、現在７人の会員の方が

おられまして、活動としましては、例えば毎年１１月に行われますふれあいＴＡＩＳＨ

Ｉで来場される方に消費啓発ということで、それを記したティッシュを来場される方に

お配りするというふうなことをされています。それとあと、去年は出来なかったんです

けれども、役場近くのスーパーマーケットのところでお客さんが多いということで、こ

のような啓発活動をされた年もございます。そういった活動です。 
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○山田副委員長 予算が満額使えていないんですよ。だから、その辺で今度、事務局の方

がもうちょっと活発に動くように、どちらかというと、もう老人ばかりなので、高齢者

ばかりなので、だから、それに対するてこ入れなんかを考えていませんか。 

○西本観光産業課長 おっしゃるように、数年前もこの友の会の方と一緒に今後について

話した経緯がございます。皆さん、ご高齢でなかなか後継者もいないということで、そ

ういった話をして、数年前も、何とかせっかく今、活動している団体なので、やってい

きませんかというふうなことで協議はさせて頂きました。決算でもございましたように、

若干去年もお金を返還して頂いた経緯もございますので、今後、事務局としましても、

直接友の会の方と今後どうしていくかということを協議していく必要があるというふう

に思います。 

○山田副委員長 ちょっとてこ入れをお願いします。それから、よう似たものなんですが、

１１１頁の南河内観光キャンペーン協議会負担金で３０万円あるんですけど、これ、ど

んな事業をやっているんですか。 

○西本観光産業課長 南河内観光キャンペーン協議会負担金での事業内容のご質問です。

大きくは歴史ウォークということで、この華やいでの関係の市町村を回るという、そう

いう歴史ウォークをやっております。そのことを通しまして、それぞれの地域の観光を

感じて頂くということで、ちなみに平成３０年度は年に３回ほどそういう歴史ウォーク

をやりました。平成３０年度は本町を通るというコースはなかったんですけれども、そ

の前の平成２９年度はちょうど１１月、太子町ウォーク、太子町で実施して頂くという

そういうルートとなりまして、ちょうどその時は関西の５施設さんのウォークとの合同

ということもありまして、４千人を超える方に参加して頂いた。そういう事業も平成２

９年度ですが、行っております。 

○森田委員長 他にございませんか。 

○西田委員 ５５頁で防犯灯設置が町内何灯かあって、そこが２６灯になったんですけれ

ども、この防犯灯の新設は年間なんぼやっていこうという考えのもと、増やしているの

か、ここ、付けてほしいと言われたことに対して対応していくのか、どういう考えでつ

けていっていますのか、教えてください。 

○村上危機管理課長 防犯灯につきましては、概ねもう付けないといけない所については

ある程度設置されていると思うんですけれども、基本的には町会さんからの要望と、あ

と今年度につきましても、防犯灯がほんとうに必要な場所、暗い場所の調査をちょっと、
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今まだ設置には入っていないんですけれども、役場としてもその辺を把握しながら必要

な箇所について、役場の考え方でもって設置して頂くというスタンスでやっていきたい

と考えております。 

○西田委員 必要な所には何本と決めるのではなくて、やっていくんだということなんで

すね。 

○村上危機管理課長 はい。 

○西田委員 それは結構です。６３頁の公害対策事業、公害規制分野に関してということ

なんですが、どういったことをやっているんですか。 

○浅井生活環境課長 公害対策事業、この公害対策事業の中の年会費、広域の分でござい

ますか。年会費の広域の分は、これは平成２４年に大阪府から事務移譲を受けておりま

して、６市町村、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、

この６市町村の連携によりまして、公害規制に関する事務を共同で処理をしていこうと

いうことになりまして、平成２４年からやっている訳なんですが、具体的には７項目の

事業がある訳なんですが、例えば大気保全とか、ダイオキシン、又、水質保全とか、土

壌汚染、化学物質、こういった７項目の事業につきまして、当然専門的な知識が職員に

はないもので、その専門的な知識を得る為に今、河内長野市の職員２人がそういう講習

を受けたり、研修を受けながらそういう検査とか確認とか、審査、分析、そういうのを

河内長野市の２人がやって頂いておると。その費用を６市町村で負担しておるといった

のが、この事務事業でございまして、それに対して大阪府からも共同事務に関わる交付

金として８３万２千円を頂いておると。指導については、例えば太子町で何かあった時

には河内長野市の職員が来て、一緒に指導に行ったり、調査に行ったり、そういったと

ころで６市町村が連携をもってやっている事務移譲の事務でございます。 

○西田委員 それで太子町に関わる何かありましたか、来てもらわないとあかんようなも

の。 

○浅井生活環境課長 特にというか、ないんですが、いつも調査に行っている所としまし

ては、例えばガソリンスタンドとか、温泉さんとか、そういった施設に関する定期的な

検査、そういうぐらいの調査といいますか、そのぐらいしか特には行っていないです。 

○西田委員 では、工場の騒音がうるさくて何とかしてほしいとか、道沿いに色々資材置

場とか建っていますけど、壁を作られて何をしているかわからないとか、朝も早くから

ユンボを動かしてうるさいとか、埃が飛んで困るとか、そういうのも公害の１つですよ
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ね。そういうことにも関わってはくれるんですか。 

○浅井生活環境課長 今、おっしゃった分につきましては、当然生活環境課の方で対応す

ると。調査とか聞き取りとかお願いに行ったりするのは生活環境課でやっておりますが、

ただ専門的な知識とかいうのは私らも持っておりませんので、その時には相談に乗って

頂くといったことはやっておりまして、実際に騒音、振動に関わる苦情とかいうのにつ

いては相談したということはございます。 

○西田委員 ありがとうございます。ちょっと思い浮かぶのが伽山の所のコンクリートを

積んで資材置場か何かをしている所、あそこなんかは最初、建物を建てようとしたら、

そういう所へ建物を建ててもらったらあきませんと言って指導しましたとかいう話も聞

いているんですが、太子中央線近くの前から降りて登って最後の新道に当たるちょっと

手前の所なんかも、だんだん中が見えないようになってきているんだけど、そこなんか

建物が建っているような気がするんですが、そういった所に資材置場みたいなのを作る

のはもともとが農地とかだったら、農業委員さんが見に行くのか。それとも、そういう

所は役場が見に行って、そんなことをしてもらったら困りますとか言うのか。ちょっと

府に許可されてしまったら、それは自由にしてもらったらいいということになっている

のか、その辺りを教えてもらえますか。 

○浅野まちづくり推進部長 今のケースで行きますと、農業委員会も関連します。農業委

員会が農地を管理するところですので、農業委員会としてちゃんと転用許可が出ている

かどうか。又、都市計画の方としてはそこが都市計画の色々な規制の中で問題がないの

かどうかとか、そのやられている内容によって、もしかしたら公害的な要素が含むので

あれば、それは生活環境課の方も行きますと。先程も言っておりますように、大阪府か

ら権限移譲で市町村に下りてきた公害の業務のところに関連するのだったら、先程の広

域のところが行くし、内容によってそれぞれの部署で対応するということになっており

ます。 

○西田委員 新道が外環まで通じて西条線の辺りが商業地として発展させていこうとか、

向少路に土地をもらったところ、住居を考えていくのかな、先々利用していこうと思っ

ている沿道がそれより先回りでいろんな資材置場で囲われたら、せっかくのきれいな道

がちょっと景観としてもどうかなと思いますので、建物とか建ってしまって、撤去とか

もなかなか難しいだろうし、積むだけ積んだ資材置場になってしまってから、いらうの

も難しいと思うので、そうなる前にきっちりやっぱりまちを見回して、そんな美しいま
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ちであってほしいと思いますので、指導とかもきちんと入れて頂くようにお願いしてお

きます。 

○浅野まちづくり推進部長 回答の必要はないかもわかりませんけれども、今、思われて

いる所に関しましては、具体的に指導も入っております。調整もしております。一定の

規制に対してどうだという話もしております。 

○西田委員 よろしくお願いします。５４頁でいいのかな、交通安全対策と出ているんで

すが、道路の白線、きれいにしてもらってもすぐ消えてしまうと思うんですが、特に私

なんかは太子中央線はよく通るので、聖和台の横断歩道はほぼほぼ消えているようだと

思うんですが、消えたらすぐやってくれるのか、順番にやっていってもらうのか、一応

そういう横断歩道なので、歩行者を守る所は優先してやってもらえるのか。それはどこ

がどんな順番で塗り直すとか、ルールはあるんですか。 

○村上危機管理課長 横断歩道等の区画線につきましては、規制標識になりますので、大

阪府の公安委員会が管理しております。それ以外の区画線につきましては、規制標示で

ない分は地域整備課の方でやるということで、危機管理課の方からは消えかかっている

横断歩道停止線につきましては、公安委員会の方に要望をさせて頂いておるのと同時に、

昨年度の地域整備課の方で区画線等は修繕で引いているんですけれども、それを公安委

員会と修繕箇所をある程度調整とりながら進めるような形でやっております。 

○西田委員 普通の道みたいになっているので、ちょっと横断歩道は子どもさんも通るで

しょうし、優先してやっていってもらえるようにまた強く要望しておいてください。よ

ろしくお願いします。 

 １０２頁、清掃費についてお尋ねします。やっぱり高齢化が進む中でごみが出しにく

いとか、テレビとかではよくごみ屋敷の報道なんかもされていますけれども、太子町で

はそういうのはないかなと思うんですけれども、ごみの出し方、昔、ペットボトルが夏

に増えるから何とかならないかというのを質問して、では夏場だけペットボトルは２回

集めましょうかというようなことがあったと思うんですが、生ごみもほんとうに時間を

かけて町内を回収しているんです。一番早い所は朝の７時かもしれませんが、うち辺り、

特に聖和台が一番最終になるのかなと思うんですが、ごみの量が多ければ昼過ぎて回収

するようなことがあって、冬はそれでもいいんですが、夏はやっぱりカラスに荒らされ

たり、においで近隣の方も困っているということで、ペットボトルが夏場だけは多いか

ら２回に増やすみたいに、生ごみも夏場は腐ったり荒らされたりして困るから、回収回
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数を増やすか、車の台数を増やして、もうちょっと早く回収出来るように、時間短縮が

出来ないかなと思うんですが、如何お考えですか。 

○浅井生活環境課長 燃えるごみにつきましては、毎週火曜日と金曜日に収集させて頂い

ている訳なんですが、今のところごみの収集に対する苦情というのが、あんまりうちの

方には入ってこないんですが、先程西田委員、おっしゃった、ごみがカラスによって荒

らされるから、何かいい方法はないのかなという相談というのは結構ございます。その

時には、ブルーシートと黄色のネットで二重でごみを覆って、ごみがはみ出さないよう

にして頂いたらどうですかというようなお答えというんですか、そういうところでのお

返しはさせて頂いておるのが現状でございまして、そのうちの町内は今、収集車が４ト

ン車２台と２トン車１台でもって収集をしております。 

 時間的には朝の７時から大体１時か２時頃まで全域、これは５千４７２世帯ございま

すが、そのごみを収集しておる訳なんですが。その収集のルートは業者が地域の特性と

かいろんなことによりまして、独自で長年の経験によりまして設定をしておりますので、

例えば一部の地区だけを早くする等してしまうと、他の地区の収集にも支障を来してし

まうということから、それは非常に難しい話ではないかと考えております。 

 ７時から収集するというのが何でかといいますと、７時からうちが周知して出してく

ださいねというのは何でかといいますと、当然７時から収集する地区があるというとこ

ろから、７時には出してくださいねということを言っておりますので、その時間をその

地区に合ったような形で周知したりするというのは非常に難しい話でございますので、

今のところ、今の収集形態で、例えば２回収集するとか、台数を増やすとか、朝早く収

集するとかというのは非常に難しい状況になっているというのが現状でございます。 

○西田委員 ペットボトルの回数が増えたみたいに、昔はこの太子町の生ごみを集めるの

が週１回だったかな。うちの中野元議員が一番最初に太子町にやってもらったのがごみ

収集の回数を増やしてもらったことだみたいな話があったので、お金もかかることです

し、すぐには出来ないかもしれませんが、いろんなことを検討してもらえたらと思いま

す。先程言ってくださった、ごみをカラスに荒らされないように二重にしたらいいとい

うのを教えてもらって、私が置いているごみ置き場もほんとうに荒らされなくなったの

で、そういった啓発は聞かれたから言うだけではなくて、もっとやっていったら、ごみ

を荒らされることもなければ、こういった苦情も減ってくるかなと思いますので、片一

方でその啓発も強めてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。 
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○西田委員 １１１頁の何か久しぶりに見たような気がするんですが、小規模企業事業資

金借入信用保証料補助金、これは何人分でしょうか。それで９月はあまり見ていなかっ

たので、なくなったのかなと思ったんだけど、これを活用しようと思ったのかＰＲ事業

か何かがあったのかなということを教えてもらえますか。 

○西本観光産業課長 小規模企業事業の資金借入信用保証料補助金でございますが、これ、

１０万円、お１人分でございます。ＰＲにつきましては、年間を通じまして本町のホー

ムページでこの事業の制度を皆様にご周知しているような状況でございます。 

○西田委員 やっぱりこういう制度があることがご商売さんにとっても役立つと思います

ので、ホームページを私もまた見てみますが、よくわかるようにＰＲして頂けたら、利

用する人が現れてちょっとよかったなと思いました。 

 では、地域就労支援事業、これ、勉強会と聞いていたら、医療事務か何かの講座をや

ったというんですが、これをやった後に就職に繋がっているかと、そこまで見ているん

ですか。 

○西本観光産業課長 平成３０年度に医療事務講座を行いました。残念ながら、今の体制

としまして、受講された方のその後の聞き取りまでは行っておりません。これはどこの

市町村ともちょっとそういうところは課題ですねという話をちょうどしておりまして、

次年度に向けましてそういう聞き取り的なことも出来るような方向で関係市町村の協議

は進めていく必要があるかなというふうに考えております。今現在のところ、聞き取り

は出来ておりません。 

○西田委員 色々な事業をしてくださっているんですけれども、全体的に見たら、説明資

料、前も言ったと思うけど、目的別の歳出決算額でいったら、農業や商業に対して太子

町の予算の占める割合は少ないなと思っているんです。でも、やっぱり農業にも力を入

れないとあかんし、商業にも力を入れないとあかんという中で、商業の方ですけれども、

いろんなことをされていて、観光まちづくり協会が商工費の中のどれぐらいを占めてい

るかなと思うので、観光推進費用のうちに、観光まちづくり協会に対しての金額は全部

で大体どれぐらいになるんですか。 

○西本観光産業課長 観光まちづくり協会へのということで行きますと、この１１１頁の

１３節のＰＲ業務の委託料、この８７３万３千円、それと１９節の負担金補助及び交付

金の観光まちづくり協会助成金の８７６万３千円、この２事業でございます。 

○西田委員 維持管理はまた別ですか。ただ、これだけ足しても２千万円近くて、商工費
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としては４千６２５万１千円ぐらいですか。半分がここを占めるということは商業に対

してこの観光協会が担う位置付けが高いという、太子町としては、そこは頑張ってもら

う、商業はそこで頑張ってもらうのだという位置付けですか。 

○西本観光産業課長 この６款の商工費の中で入れておりますが、逆に観光に力を入れて、

業務の方を推進はさせて頂いているつもりでございます。 

○西田委員 それはまた補正の時にお願いします。それでは、最後に１２１頁、安心安全

まちづくり推進事業、３つ耐震診断とか、あと木造住宅とかブロック、ありますけれど

も、この制度は３つともこれからも続けていく制度なんですか。見直ししようと思って

いるようなことがあれば、ブロック塀なんかは地震の時に出てきたのだったか、ある程

度行けば、もうこれはなくなるとか、ちょっとどう考えているのか教えてください。 

○小角地域整備課長 民間既存建築物の耐震診断でありましたり、あと改修補助事業につ

きましては、まだ安全性が確保出来ない住宅が多数あるということで、今後続けていか

ないといけないかなというふうには考えております。ただ、ブロック塀撤去等の促進補

助金につきましては、現在大阪府下の市町村、大阪府も含めまして、今年度で終了する

のではないかと言われるところが結構ございます。その辺の状況も含めまして、適正に

対応していきたいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森田委員長 他にございませんか。 

○村井委員 １１１頁の駅貼りポスター等作成委託料、これ、どんなポスターを何枚作ら

れたんでしょうか。 

○西本観光産業課長 駅貼りポスターの委託料の内容は、去年の１０月に日本遺産の竹内

街道、それとこの１０月に行います地域のお祭りの灯路祭り、そういったことで太子町

を知って頂くということのポスターを掲げております。掲げられた場所は近鉄の阿倍野

橋駅構内の方にポスターを掲示しました。それとあと、その近鉄電車の車両の方にもち

ょうどドアの上部の部分にちょうど広告用の掲げる欄がありまして、そこに太子町をＰ

Ｒするそういうポスター、そこはステッカーですけれども、そういうステッカーをそこ

は１ケ月間、扉の上部の部分については１０月１ケ月間、駅の構内には１０月２週間、

そういった期間の中で町をＰＲするポスター、ステッカーを掲示しております。 

○村井委員 今、これ、説明を聞いているのは、ポスターをただ作っただけではなくて、

有料広告を出しているという解釈でいいですか。 
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○西本観光産業課長 はい、町としましては外部に広く発信していきたいというふうに考

えておりますので、有料広告を出したということでございます。 

○村井委員 私もこれ３４万８千円、ポスターを何枚作ったんだろうなと、ポスターを何

枚作ったんだろうなと思うところで質問させてもらった。有料広告となれば、これは明

確な意図を持って、例えばそのポスター、宣伝を見て来て、来訪されたというふうな効

果検証という場はされているのでしょうか。 

○西本観光産業課長 このポスターでもってという効果検証は現実なかなか難しくて出来

ておりませんが、１つの検証としましては、来訪者ということで、例えば竹内街道交流

館の来訪者数で、そこは年ごとに記録をとっておりまして、そういったことで１年間通

じて町の来訪がどうなったかと、観光としてはどうだったかとかという検証は行ってお

ります。 

○村井委員 どこの自治体でも観光ということで進めている中で有料広告というところの

ことをしっかり意図を持たないと、ただの予算の垂れ流しになっちゃうというのはもう

世間の常識なので、やっぱりそういうところの検証というところ、これが本当に効果的

なのか、それかもうホームページ１本で行くのか、インフルエンサー等も含めたＳＮＳ

で勝負するのかというとこは、明確に戦略を打たないと、何の効果も、ただの予算の垂

れ流しになっちゃうところもあるので、その辺でしっかりと商売しはる方々もいるのは

確かだと思うので、これはちょっとその辺のところを明確にして頂けるように要望して

おきます。 

○森田委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、まちづくり推進部関係についての質疑を終わ

ります。 

 これで暫時休憩と致します。 

午後 ０時１４分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○森田委員長 それでは、再開致します。 

 教育委員会関係について説明を求めます。 

○田中教育次長 それでは、教育委員会所管の歳出から説明させて頂きます。 
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 尚、昨日の総務部長から説明がありましたように、教育費に係ります職員人件費の説

明については省略させて頂きますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。 

 まず、１００万円以上の不用額につきましては、別途不用額調書を配付させて頂いて

おりますので、説明の方は省略させて頂きます。 

 恐れ入ります。決算書の１２４頁、１２５頁をお願い致します。 

 教育委員会所管に係るものとして、総額では９款の教育費、支出済額５億２千２２６

万９千１５円で、一般会計総額に占める割合としては１１.２％となっております。 

 ９款の教育費、１項の教育総務費、１目の教育委員会費、支出済額１億７千５８６万

２千４７０円。 

 恐れ入ります、次頁、１２７頁をお願いします。 

 教育委員会運営事業１千６８２万１千８９９円は、教育委員４名の報酬や幼稚園、小

学校の介助員、学校巡回嘱託作業員の賃金等、教育委員会の運営、各学校に共通する経

費を支出しております。７節の賃金は小中学校の介助員６名、学校巡回嘱託作業員１名、

小中学校の嘱託司書１名に係る人件費となっております。 

 １２９頁をお願い致します。 

 学校保健事業７２０万９千５４４円は、児童生徒の各種健診に係る医師等の報償費や

検査委託料、学校管理下における児童生徒の災害給付を行う日本スポーツ振興センター

への負担金等、学校保健に関する経費を支出しております。８節報償費は学校各種健診

医師等報償費で４４９万４千８７０円は、幼稚園、小中学校の園児、児童生徒１千１８

９人分の健診に伴う内科医等１５人に対する報償費の支出を行っております。教育振興

事業４３６万４千７４０円は、いじめ問題対策連絡協議会委員報酬や中学生国際交流事

業委託料及び中学生の英検受験に対する補助、道徳教育推進事業費等の支出を行ってお

ります。 

 １１節の需用費のうち消耗品では、道徳教育推進事業に係る教師用指導書、各種事務

用品等の購入を行っております。又、印刷製本費では小学校社会科副読本、わたしたち

の太子町１７０万２千円、道徳教育推進事業研究冊子、道徳のまとめ２万７千３２４円

の印刷を行っております。１９節の負担金補助及び交付金の１０２万６千９００円は、

中学生の英語検定試験検定料補助金で４０２名分の受験料の支出を行っております。 

 ＡＬＴ配置事業９０６万８千３０９円は、ＡＬＴ２名の賃金等、ＡＬＴの配置に関す

る経費の支出を行っております。 
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 総合学校支援事業４４１万７千円は、スクールソーシャルワーカーや学校支援チーム

の弁護士の謝礼等、学校の様々な教育課題等を専門的見地から解決を図る為に要する経

費の支出を行っております。８節の報償費のスクールソーシャルワーカーの謝礼では、

各小中学校及び関係機関へ１９７回の派遣を行っております。学校支援チーム謝礼とし

て、スクールカウンセラー、スクールロイヤー、スーパーバイザー、スクールソーシャ

ルワーカー及び元学校長で構成する学校支援チームを派遣しております。 

 適応指導教室運営事業２６５万２７１円は、指導員２名の賃金等、適応指導教室の運

営に係る経費の支出を行っております。心理的な側面により登校出来ない児童生徒に対

して、きめ細かな指導を行うことで集団生活への適応能力を養い、学校生活に復帰出来

ることを目的に設置しております。 

 １３１頁をお願い致します。 

 社会教育事務事業１５万３千２２６円は、生涯学習課職員の旅費等を支出しておりま

す。中学校施設整備事業３５５万３千２００円は、中学校大規模改修工事設計業務委託

料の支出を行っております。 

 １３０頁、１３１頁をお願い致します。 

 ２項の磯長小学校費、支出済額３千１３６万５千８７９円。磯長小学校は児童数４８

９名、通常学級１６学級、支援学級３学級となっております。１目の学校管理費、支出

済額１千６３９万５千３３０円。 

 恐れ入ります。１３１頁でございます。 

 磯長小学校運営事業、教育総務課配当２６８万７千８４８円は学校校務員１名に係る

人件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料等の支出を行っております。 

 磯長小学校運営事業学校配当４６１万５千４４８円のうち、８節の報償費は入学記念

品の購入経費でございます。１１節の需用費のうち消耗品では学習用消耗品やコピー用

紙等の購入を行っております。 

 恐れ入ります。１３３頁をお願い致します。 

 １８節の備品購入費では、校用備品としてワイヤレスアンプ、デジカメ、クイックテ

ント等の購入を、又、図書購入費として３１７冊の図書を購入しております。磯長小学

校施設維持管理事業、教育総務課配当３６０万８８８円のうち、１１節の需用費の修繕

費３３万４千３６８円はプールサイドの修繕と廊下階段床塗装の修繕を行っております。

１３節の委託料のうち磯長小学校設備保守委託料は、エレベーター保守点検や消防設備
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等の設備保守点検委託料でございます。１５節の工事請負費は、南校舎の外壁補修工事

を行っております。磯長小学校施設維持管理事業、学校配当５４９万１千１４６円のう

ち１１節の需用費の修繕費７５万１千１９６円は、トイレの修繕や遊具、校用備品の修

理等を行っております。 

 ２目の教育振興費、支出済額１千４９７万５４９円。 

 磯長小学校教育振興事業、教育総務課配当８１３万６１４円は、パソコンの賃借料と

特色ある学校づくり補助金、教育振興に係る経費の支出を行っております。１４節の使

用料及び賃借料７６４万６千４００円は、パソコン教室のパソコンとして児童用４０台、

教師用１台、又、タブレット型パソコンは、児童用４０台、教師用２１台の保有状況と

なっております。 

 １９節の負担金補助及び交付金４８万４千２１４円は、学力向上、教科指導力向上や

ＩＣＴ活用の校内研修講師謝礼や芝生の維持や児童学習図書や学習農園資材等の需用費

等で、特色ある学校づくり補助金の支出を行っております。 

 磯長小学校教育振興事業、小学校配当７３万８千５９６円は、教材用備品として、四

線黒板や生物顕微鏡、ラインカー等の購入を行っております。 

 磯長小学校就学援助事業４６６万２千４３円は、要保護１名、準要保護６７名に係る

就学援助を行っております。内訳と致しまして、医療費扶助２名、学校給食費扶助６５

名、校外活動費扶助６３名、新入学用品費扶助８名、１３４頁をお願い致します、修学

旅行費扶助１０名、通学用品費扶助５４名、学用品費扶助６５名となっております。 

 磯長小学校支援学級事業２０万６千９６５円は、支援学級の運営に要する経費の支出

を行っております。１１節需用費の消耗品は、調理実習用材料や野菜の苗等の購入を行

っております。１８節の備品購入費は、教材用備品としてグループ発表ボードや発達支

援教材等の購入を行っております。 

 ＩＣＴ教育振興事業１２３万２千３３１円は、パソコン教室やタブレットを活用した

授業に係る経費の支出を行っております。１１節需用費の消耗品費は、ＩＣＴケーブル

に係るプリンター等の消耗品の支出を行っております。１８節の備品購入費は、パソコ

ンや液晶ディスプレイ等の購入を行っております。 

 １３４頁、１３５頁。３項の山田小学校費、支出済額２千４２６万９千６１９円。山

田小学校は児童１７０名、通常学級６学級、支援学級３学級となっております。１目の

学校管理費支出済額１千４１８万９千５１円、山田小学校運営事業、教育総務課配当２
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６５万４千２０４円から、１３７頁の山田小学校施設維持管理事業、学校配当５７０万

２千５０９円は、先程の磯長小学校の経費と同内容でございますので、説明の方は省略

させて頂きます。尚、１３７頁の山田小学校運営事業学校配当の１８節備品購入費５７

万３千１７０円は、校用備品として液晶視力計、ディスクグラインダー、机等の購入を、

又、図書購入費として１８３冊の図書を購入しております。又、山田小学校施設維持管

理事業、教育総務課配当の１５節の工事請負費２２３万３千４４０円は、新館の排煙窓

補修工事を行っております。 

 ２目の教育振興費、支出済額１千８万５６８円。１３７頁、山田小学校教育振興事業、

教育総務課配当６６２万２千３９８円から１３９頁、ＩＣＴ教育振興事業６０万７千３

０５円は、磯長小学校の経費と同様の内容ですので説明の方は省略させて頂きます。 

 尚、１３７頁、山田小学校就学援助補助２０８万８千９３４円は要保護７名、準要保

護２９名、計３６名に係る就学援助を行っております。内訳と致しまして、医療費扶助

４名、学校給食費扶助２９名、校外活動費扶助２８名、新入学用品費扶助２名、修学旅

行費扶助６名、通学用品費扶助２６名、学用品費扶助２９名となっております。 

 １３９頁をお願い致します。 

 ＩＣＴ教育振興事業６０万７千３０５円はパソコン教室の保有台数ですが、パソコン

としまして、児童用４０台、教師用１台、又、タブレット型パソコンは児童用４０台、

教師用１０台となっております。１８節の備品購入費１９万４千３８９円では、教材用

備品としてノートパソコンやＯＡチェアー等の購入を行っております。 

 ４項の中学校費、支出済額３千９５６万１８７円。生徒数は生徒数４０８名、通常学

級１２学級、支援学級２学級となっております。１目の学校管理費、支出済額２千４２

万９千６９３円。 

 １３９頁の中学校運営事業、教育総務課配当２６６万９千８４８円から、１４１頁、

中学校施設維持管理事業、学校配当８３２万８千４０３円は、小学校の支出内容と同様

となっておりますので説明は省略させて頂きます。 

 １３９頁、中学校運営事業、学校配当５０９万３千３４６円の１８節の備品購入費の

６５万１千２８円は、校用備品として給湯器や冷蔵庫、マットトラック等の購入を行っ

ております。又、図書購入では２８４冊の図書購入を行っております。 

 １４１頁をお願い致します。 

 １５節の工事請負費１０８万円は、支援教室の空調設備機器の更新を行っております。 
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 ２目の教育振興費、支出済額１千９１３万４９４円。中学校教育振興事業、教育総務

課配当９６１万８千７１５円からＩＣＴ教育振興事業９８万６千２６４円は、小学校経

費と同様の内容ですので、説明は省略させて頂きます。 

 尚、中学校就学援助事業６９１万１千１３円は、要保護４名、準要保護５５名、計５

９名に係る就学援助を行っております。内訳と致しまして、学校給食費扶助５５名、校

外活動費扶助２９名、新入学用品費扶助１８名、修学旅行費扶助２４名、通学用品費扶

助２４名、学用品費扶助５５名となっております。 

 中学校支援学級事業１４万４千３５４円の１８節の備品購入費１１万４千４８０円は、

ノートパソコンの購入を行っております。 

 ＩＣＴ教育振興事業９８万６千２６４円は、パソコン教室における保有台数として、

生徒用パソコン４０台、教師用パソコン１台、又、タブレット型パソコンは生徒用４０

台、教師用として１５台となっております。１８節の備品購入費３４万１千８９７円は、

教材用備品としてパソコン、ＬＡＮアクセスポイント等の購入を行っております。 

 ５項、１目の幼稚園費、支出済額６千９０７万４千７２３円。町立幼稚園の園児数は、

３歳児１４名、４歳児１８名、５歳児１３名で合計で４５名となっております。 

 １４２頁をお願い致します。 

 幼稚園運営事業、教育総務課配当５８５万４千８４４円は非常勤嘱託員２名に係る人

件費、テレビ受信料、ＡＥＤ賃借料、特色ある学校づくり補助金等の支出を行っており

ます。１９節の負担金補助及び交付金は、特色ある学校づくり補助金で、幼児の体力向

上の推進の為の遊具購入や質の高い幼児教育を目指す研修講師謝礼等で活用を行ってお

ります。 

 幼稚園運営事業、幼稚園配当１３７万２９５円は、幼稚園運営の為の需用費、役務費

や、備品購入費等の支出を行っております。１８節の備品購入費は、ソフトベンチやス

ライドテント、又、図書購入費で、絵本３１冊の購入を行っております。 

 幼稚園施設維持管理事業、教育総務課配当１２８万９千５２０円は、幼稚園施設の清

掃・設備保守、機械警備の委託料の支出を行っております。幼稚園施設維持管理事業園

配当１５９万２千３４６円のうち、１１節の需用費の修繕費２４万７千５７５円は、ト

ラクターやベンチ、エアコンの修繕等の支出を行っております。 

 １４５頁をお願い致します。 

 預かり保育事業１３７万５千３５０円は、預かり保育の講師４名のアルバイト賃金の
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支出を行っております。預かり保育を利用した園児数は延べ２千２１９人で、今年度か

らは、預かり時間は午後２時から５時、ただし水曜日は午前１１時半から午後５時、又

長期休み期間中は午前８時３０分から午後５時までとしております。 

 ６項の社会教育費、支出済額３千１３７万８千４５１円。 

 １目の社会教育総務費、支出済額３１０万１千３７１円、教育振興事業２７万１千７

９０円は、社会教育委員９名の報酬や協議会負担金等の支出を行っております。 

 社会教育団体育成事業５２万７千４４７円は、ＰＴＡ連絡協議会、地域婦人会への活

動補助を行っております。 

 青少年健全育成事業２０７万７千４４円は、青少年指導員の報償費や青少年指導委員

会への補助、ふれあいＴＡＩＳＨＩの開催委託料等の支出を行っております。 

 成人式事業２２万５千８６円は、成人式開催に係る経費の支出を行っております。成

人対象者は１７７名で、そのうち１月１４日開催の式典には１５０名の出席がございま

した。 

 １４６頁、１４７頁をお願い致します。 

 ２目の公民館費、支出済額１千５９７万９千３０円。 

 公民館運営事業６９７万７千５０２円は、公民館の嘱託職員２名やアルバイト職員３

名の賃金等、公民館の運営に係る経費を支出しています。ちなみに、平成３０年度末の

公民館のクラブ登録数及び人数は、クラブ数が４０クラブで、登録人数は６０４人、サ

ークルで２１５名となっております。 

 公民館維持管理事業２４７万７千７８５円は、公民館の光熱水費や設備保守委託料等、

公民館の施設維持管理に要する経費の支出を行っております。 

 公民館活動事業７６万５千１円は、前期後期の各教室や夏休み子ども教室等の講師謝

礼や文化連盟への補助金等の経費支出となっております。前期の教室としては４教室、

後期では５教室になっており、延べ７５９人の方が参加されました。夏休み子ども教室

では、５教室で延べ１８０人の子どもさん達が参加しておられます。文化祭事業９万９

千５４２円は昨年１０月２７日、２８日に開催しました文化祭に要した経費の支出を行

っております。参加団体としては演芸、２２団体、展示、３５団体となっております。 

 １４９頁をお願い致します。生涯学習施設整備事業５６５万９千２００円は、土質調

査委託料と生涯学習施設候補地検討業務委託料の支出を行っております。 

 ３目の図書室費、支出済額１千２１０万７千４００円は、図書室司書３名とアルバイ
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ト２名の賃金や図書購入費等、図書室の運営に係る経費の支出を行っております。図書

手帳を２千部印刷、手帳の配布状況と致しましては、平成３１年度３月末で４７６冊と

なっております。又、図書の広域相互利用としては、太子町の住民の方が南河内管内で

登録されている方が累計７１８名で、貸し出しを受けた冊数は昨年だけで１万３千７２

６冊、又、他市の方が太子町に登録されているのは９９名の方が登録されており、７２

８冊の貸し出しがございました。本年２月末現在、利用者カードの登録者が３千２５９

名、貸し出し冊数は３万７千２６５冊、蔵書数は３万２千９９４冊となっております。 

 ４目の人権教育費、支出済額１９万６５０円は、人権作品コンクールを主催する人権

教育推進協議会への補助金等の支出となっております。 

 ７目の保健体育費、支出済額１億３千４７１万３千９２０円。１目の保健体育総務費、

支出済額１千１０５万４２１円。 

 スポーツ公園運営事業７７４万９千４４６円は、スポーツ公園の嘱託職員３名や受付

アルバイト職員２名の賃金等の支出を行っております。 

 １５１頁をお願い致します。 

 スポーツ推進事業３３０万９７５円は、スポーツ推進委員８名の報酬やスポーツ教室

の講師謝礼、総合スポーツ大会運営委託料や体育連盟への補助金等、スポーツ振興に係

る経費の支出を行っております。登録されているスポーツクラブとしては７団体、スポ

ーツ教室としては前期教室で４教室、後期教室が５教室、延べ１千１８人の方が参加さ

れています。夏休みサマーチャレンジは５教室で延べ５０４人の方が参加されておりま

す。１３節の委託料のうち、学校プール開放事業では、両小学校のプールを８月１日か

ら８日までの５日で実施したプール開放に伴う監視業務の委託料で延べ８５１人の子ど

もさんが利用されました。 

 ２目の体育施設費、支出済額２千３７６万６千１６６円。 

 スポーツ公園維持管理事業２千３７６万６千１６６円は、スポーツ公園の警備、清掃

作業員の賃金や総合体育館の電気代、機械設備の保守委託料等、スポーツ公園の維持管

理に要する経費を支出してもらっております。 

 １５３頁をお願い致します。 

 １５節の工事請負費１７２万８千円は、総合体育館事務室にある放送設備の更新工事

を行っております。１８節の備品購入費８６万３千４９２円は、老朽化に伴うサッカー

ゴール、４年ごとの更新であるＡＥＤの購入、ワンタッチ式テントの購入費でございま
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す。 

 ３目の学校給食費、支出済額９千９８９万７千３３３円。 

 学校給食運営事業６千３０８万３千６７５円は、学校給食運営委員会経費や給食調理

配送業務委託料等、学校給食の実施に係る経費の支出を行っております。給食実施回数

は、小学校で１８１回、中学校は１年生で１６９回、２年生が１７０回、３年生が１６

５回、幼稚園は７３回の給食の提供をしております。 

 １５５頁をお願い致します。 

 給食センター維持管理事業１千８６９万５千１１円は、センター運営用の光熱水費や

設備保守委託料等の維持管理に要する経費の支出を行っております。１８節の備品購入

費１７３万５千８６０円は、ドライ式ピーラー、配送コンテナ、聴音洗浄機、デジタル

台秤の購入を行っております。 

 ８項の文化財保護費、支出済額１千６０４万３千７６６円。 

 １目の文化財保護費、支出済額８５５万１千８７０円、文化財保護事業３万１千８０

円は、文化財保護事務に要する経費の支出を行っております。 

 伝統的建造物維持管理事業１４１万５千４４７円は、府登録文化財、大道旧山本家住

宅の維持管理に要する経費の支出を行っております。 

 １５７頁をお願い致します。 

 国指定史跡二子塚古墳保存整備事業７１０万５千３４３円は、平成２７年度より実施

しております国指定史跡二子塚古墳の適切な保存管理と住民の歴史学習や憩いの場及び

観光資源として活用する為の事業経費でございます。内容は整備に伴う検討委員会の委

員報酬、平成２９年度に実施しました発掘調査の報告書の印刷、又、委託費として現地

測量と境界画定業務、不動産鑑定業務及び倉庫等の物件補償鑑定業務を行っております。 

 ２目の歴史資料館、支出済額７４９万１千８９６円。歴史資料館運営事業６３万６千

２８８円は、資料館の運営に要する経費の支出を行っております。主に印刷費として、

資料館刊行物の再版印刷を行っております。 

 歴史資料館維持管理事業６４５万４千４９円は、嘱託職員３名分とアルバイト職員の

賃金及び資料館の光熱水費や設備の保守委託料等、施設の維持管理に要する経費の支出

を行っております。 

 １５９頁をお願い致します。 

 企画展事業４０万１千５５９円は、観音開帳 竹内街道と西国巡礼の歴史をテーマと
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した企画展を９月２９日から１２月２日までで開催しました。期間中の来館者は１千８

７２名となっております。 

 １６０、１６１頁をお願い致します。 

 １０款災害復旧費、４項文教施設災害復旧費、支出済額２９２万１千１９２円は台風

２１号により被害を受けました各文教施設の災害復旧費でございます。 

 １目の公立学校等施設災害復旧費、磯長小学校施設災害復旧事業、支出済額１０１万

４千９８４円は、西通用門の修復及び校庭内の倒木の伐採撤去の支出を行っております。

２目の社会教育費等施設災害復旧費、支出済額１９０万６千２０８円、スポーツ公園施

設災害復旧事業１８１万７千２０８円は、１５節の工事請負費において、倒木の撤去、

それにより被害を受けた同グランドのフェンス等の修復並びにグランド及びテニスコー

ト管理棟の屋根修復に対する支出を行っております。 

 大道旧山本家住宅施設災害復旧事業８万９千円は、破損しました山本家住宅の土蔵の

樋の修繕の支出を行っております。 

 以上、教育委員会所管に係る支出の説明を終わらせて頂きます。 

 引き続きまして、歳入の説明をさせて頂きます。 

 恐れ入ります、２２頁をお願い致します。 

 １２款の分担金及び負担金、３目教育費負担金、１節の教育総務費負担金、収入済額

４４万３千４５０円は、日本スポーツ振興センター掛金の保護者負担金で、幼稚園児４

５名、小中学生９０８名分でございます。１３款の使用料及び手数料、１款使用料、５

目教育使用料。 

 ２５頁をお願い致します。 

 １節の教育財産使用料、収入済額２万５千７４０円は、学校施設、総合スポーツ公園、

資料館の電柱等１３本分の占用料でございます。２節の保育料、収入済額３３２万９千

２００円は、幼稚園の保育料、延べ５２０人分及び預かり保育、延べ２千２１９人分の

預かり保育料でございます。 

 ３節の総合スポーツ公園使用料、収入済額７７３万８千９５０円は、総合体育館、テ

ニスコート、総合グランドの使用料で、利用者は総数で１２万３千１２１人でございま

した。 

 ４節の文化財使用料、収入済額５万３００円は、大道旧山本家住宅の入館料及び使用

料で入館者総数は１千８３３人で、そのうち有料入館者は４７３人となっておりました。 



－１１８－ 

 ５節の歴史資料館使用料、収入済額６３万９千６４０円で、入場者数は５千４８９人

となっております。うち有料入館者数は３千７９４人となり、前年比較１４０人の増と

なっております。 

 ２８頁、２９頁をお願い致します。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目教育費国庫補助金、１節の学校費補助金、

収入済額１１万８千円は、小中学校の要保護及び準用保護児童生徒に係る就学援助補助

金です。 

 ３節の教育補助金、収入済額３８万７千円は、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金で、

内容は委員報酬、発掘調査報告書印刷、遺物整理等７７万５千８４０円に対する５０％

の補助でございます。 

 ３２、３３頁をお願い致します。 

 １５款の府支出金、２項府補助金、８目教育費府補助金、１節の教育総務費補助金、

収入済額２万７千円は、移譲事務として文化財保護事務に係る交付金でございます。 

 ２節の社会教育費補助金、収入済額４万１千円は、おおさか元気広場推進事業補助金

で、サマーチャレンジ等の事業実施に係る補助金でございます。３節の保健体育費補助

金、収入済額３千６２０万円は、学校給食調理業務に対する大阪府市町村振興補助金で

ございます。 

 ３４、３５頁をお願い致します。 

 １５款の府支出金、３項府委託金、６目教育費府委託金、１節の教育総務費委託金、

収入済額２１万３千１８７円は、学校基本統計調査事務委託金で１万４千円、道徳教育

推進事業費委託金で１９万９千１８７円でございます。１８款の繰入金、１項基金繰入

金、２目太子まちづくり夢基金繰入金、１節の太子まちづくり夢基金繰入金、収入済額

１６１万５千円は、中学校国際交流事業委託料及び中学校の英語検定試験検定料補助金

の充当財源としての基金繰入金でございます。 

 ３６頁、３７頁をお願い致します。 

 ５目の府公共施設整備基金繰入金、１節の公共施設整備基金繰入金、収入済額１千２

２７万円は生涯学習施設整備事業、中学校施設整備事業、スポーツ公園維持管理事業及

び給食センター維持管理事業の充当財源としての基金繰り入れでございます。 

 ３８頁、３９頁をお願い致します。 

 ２０款諸収入、３項雑入、１目雑入、２節の雑入のうち上から５番目ですが、資料館
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刊行物売却代１８万７千５６０円は、資料館等で販売した冊子等の１３８冊分の売り上

げ収入でございます。 

 それと次、下から１４段目、山田小学校太陽光発電電気買取料６万９千１４１円は体

育館の屋根に設置しております太陽光発電の関西電力からの買取収入でございます。電

気代、山田小学校登下校システム２７円は、山田小学校に設置されているＩＣタグの登

下校管理システムの電気使用料収入でございます。緑の募金運動連絡調整事務費１千２

００円は、募金運動に係る各学校に対する事務連絡経費でございます。コピー代（公民

館）２万５千６４０円は、公民館利用者によるコピー使用料でございます。オーパス登

録料１万円は、新規登録者２０名の登録料でございます。電気代（総合体育館）５万４

千円は、体育館設置の自動販売機２台分の電気代でございます。電話代（総合公園）２

４０円は、体育館内設置の公衆電話１台の電話台でございます。コピー代（図書室）１

千３００円は、図書室利用者によるコピー使用料でございます。オーパス更新料４千５

００円は登録者９０人のうち、更新者１５名分の更新料でございます。ちなみに３年更

新となっております。 

 ４０頁、４１頁をお願いします。 

 ２１款町債、１項町債、６目災害復旧費、１節の公共土木施設等災害復旧費の５８０

万円のうち２７９万８千円は先程、歳出でも説明しました昨年９月に発生しました台風

２１号の影響による被害を受けました磯長小学校施設及び総合スポーツ公園施設の災害

復旧施設事業に係る町債発行分でございます。 

 以上、教育委員会所管に係る歳出歳入決算のご説明を終わらせて頂きます。 

○森田委員長 只今、教育委員会関係の歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○村井委員 まず、体育館、総合体育館の所なんですけど、昨日、皆さん、ご存じのよう

にこの委員会、途中で大阪府の８８０万訓練のエリアメールが発信されたというのを昨

日あったところなんですけど、体育館の所で、私のこのスマートフォンが圏外になって

しまうんですね。敷地内はいけるんですけど、体育館の中に入ったら、圏外になるんで

す。その辺の改善というのは、これ、危機管理になるのか、ちょっと昨日、思っていた

んですけど、今日、ちょっと教育委員会のところで質問させてもらいますけど、これは

どうにか改善は出来ないんでしょうかね。 



－１２０－ 

○鳥取生涯学習課長 体育館の中での電波状況、特にａｕの電波状況の件なんですけれど

も、実は２０１７年の１月にそういう住民さんからの電波状況が悪いという申し出がご

ざいまして、そちらに対しまして、うちの方からａｕに電波状況の改善を申し入れまし

た。ところが、やはり施設の方からは近くに電波塔は立っており、これ以上の増設は出

来ないとの回答を頂き、電波改善機器の設置を施設側の方から要求しても設置出来ない

旨の回答を頂きました、その時は。ただ、今現在は利用者、要はａｕの利用者の為のサ

ービスということで、ａｕの方が電波サポート２４という事業をやっておりまして、そ

の中で利用者がよく行くスーパー、レジャー施設や観光地等の電波の不具合がある場所、

そこにつきましては一定要望を受けましたが、ａｕの方が電波状況調査を行いまして、

管理者、そのスーパーの管理者のご了承を頂ければ、電波改善機器の設置等、具体的な

提案をするというふうなことになっておりますので、要は施設側からではなくて、キャ

リア側、使用者側からの要求に応じては、ａｕは動いてくれるというようなことなので、

それを何とか今後、利用出来たらなというふうに考えております。 

 以上です。 

○村井委員 私、ＫＤＤＩを使わせてもらっていて、３大キャリアというのはＮＴＴドコ

モ、あとソフトバンクですか、他は大丈夫なんですか。 

○鳥取生涯学習課長 私はソフトバンクですけど、私は使えておりますし、ドコモの方か

らも使えるというふうには聞いております。 

○村井委員 これ、体育館で利便性を高めるというところもありますけど、昨日のエリア

メールが配信とかいうのでも、やっぱり危機管理というところでも、公共施設利用者さ

んのところで、もし実際、災害が起こった時にやっぱり情報伝達するという意味合いも、

知らずにそのままいらっしゃるということ、十分。皆さんがＫＤＤＩとは限らないと思

うんですけど、ちょっとその辺、また早急に対応して頂きたいと思うんですが。 

 続けて、生涯学習のところでちょっと私、前から生涯学習のところで議会の特別委員

会でも議論をさせてもらっている中なんですけど、現図書室の東側にある植え込みのち

ょっと横ぐらいに畳４畳ぐらいの朽ち果てたベンチが２本ほどありまして、畳４畳ぐら

いのスペースがあるんですよ。あれは何か使う意図、使われる計画とかあるんですか。 

○鳥取生涯学習課長 ご指摘の所は一番東側のふたかみの庭に隣接した部分の所だと思う

んですけれども、そこに関しましては図書室をあそこへ持ってきた当時、あそこへテラ

ス席ということでベンチを置いて、外で本を読むというところで多分整備されたような
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んですけれども、なかなか司書さんは管理等を子どもがやっぱり入り込んだりとか、そ

ういうのがありますので、なかなか管理も行き届かないということで、今現在では一旦

閉めているような状況でございます。ちょっと今のところはそこをまた再度利用すると

いうことは考えてはおりません。新しい施設も出来るということで、そこまでは考えて

おりません。 

○村井委員 これ、もう庁舎管理的なところがあるかと思うので、現状、今、使われる計

画はないということになれば、他に使われるご予定、計画、せっかくそういうスペース

があるというところに、たしか私が見たら、何か日よけみたいなのが立てるようになっ

ているのかな、よくわからないんですけど、何だこれと思って見ていたんですけど、そ

ういう有効活用出来る場所が、違う図書室だけの利用者さんだけではなくて、やっぱり

違う目的持って使えるのではないかと思うんですけど、その辺は総務部長、どうお考え

で。 

○今川総務部長 急な質問で、一応私も把握はしているんですけど、その出入口が図書室

しかないので、三方がコンクリート擁壁で囲まれている所で、庁舎としての管理という

ところについてはやっぱり将来出来る図書館の中からしか利用出来ないという物理的な

構造物になっていますので、図書館と教育委員会と一緒に検討していきたいなというふ

うに思っています。 

○村井委員 これ、やっぱり役場、失礼ですけれども、公共施設の一部なので、フル活用、

有効活用が大前提になるかと思うんですね。何らかの作った時の意図があるかと思うの

で、それが図書室利用なのか、図書館利用なのか、又、違うところで活用出来るという

ことをやっぱり検討をしていきたいですね。作りましたけど、使えませんと言って、そ

れで住民さんがそれでよろしいと言われる訳でもないと思うので、その辺はやっぱり用

途とか限定せずに、部署、限定せずに、何か使える手頃なのはないかなというのを探し

てもらえるようにお願いしておきます。 

 続きまして、これ、私、再三委員会とかで質問させてもらうんですけど、どこの部署

ということもないんですけど、前から言っている聖和台出身のサッカー選手、青年を前

からずっと言っているんですけど、別に何もないなと思うところで住民さんからの声が

すごく届いている訳なんですけど、現状、彼はこの春からの間に日本フル代表に選ばれ

て、その間にポルトガル１部リーグの方にも移籍されて、このままいったら、東京オリ

ンピック代表候補に入っていくんだろうなというふうなことは想定されるんですけど、
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せっかく太子町の方で東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーコースというこ

とで認定されたんですから、何らかの動き、何らかそのスポーツ選手との関わりを持た

せて頂いて、事業を展開するべきではないかと思うんですが、その辺、お考えは。 

○勝良教育長 今、村井委員からご指摘のありました分でございますが、前田大然君とい

うお子さんなんですが、今ありましたように、海外で活躍をされております。日本の代

表選手にも選ばれているというようなところで、非常に太子町としても力を入れて応援

をしていくべき人材ではないかなというふうに思っております。これにつきましては、

ほうっておいた訳ではございませんで、学校の方にも連絡をさせて頂きました。学校の

方から本人さんに電話をさせて頂いて、なかなか太子町へ帰ってくる機会がないという

ことで、帰ってきた時に学校、また役場等へ表敬訪問という形でとらせて頂きたいとい

うことでございます。又、中学校の方でも、朝のふれあいという子ども達向けの講演な

んかをしてもらっている機会があるんですが、出来ればそのような機会に来て頂いて、

子ども達に自分の取り組んでいるサッカーについてお話をして頂いて、またみんなで応

援していきましょうというような気持ちをみんなで表していこうということで、来て頂

いた時点で、例えばオリンピック選手に選ばれた場合には、特に横断幕とか、そういう

ものを作って、頑張らないとあかんなということを学校の方でも考えているようでござ

いますし、又、町も多分町長とか、教育委員会に表敬訪問という形で来て頂いた場合に

は、また町を挙げて応援をしていこうということで、盛り上がるのではないかなという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○村井委員 これはスポーツ選手のことなので、怪我とか色々そういうところもあります

し、この先どうなるかわからないんですけど、やっぱりスポーツ振興、特に青少年健全

育成なのか、アスリート選手のところに特に力を入れるのかというのはわかりませんけ

ど、ただそこでやっぱり東京オリンピック、サッカーと来たら、私、ぱっと思ったのが

サッカーくじですね。スポーツ振興くじ助成金事業なんかにそういうところの事業を活

用して、これ、出したら、何かそういうところのものをうまいこと使えるのではないか

なというところが、やっぱりその財源の確保というところでも、ハード面は建てるとは

思えませんけど、その辺、事業でもそういうｔｏｔｏのくじの助成金事業がある訳です

から、その辺もまた柔軟に検討して頂きますようお願いしておきます。 

○森田委員長 他にございませんか。 
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○田中委員 １２９頁なんですけれども、教育振興事業の中で印刷製本費ということで、

副読本になるのかな。太子町独自の分を作るというのはわかるんですけれども、そこで

道徳教育についても製本しているというふうな説明があったかと思うんですけれども、

ちょっとその部分について、内容を教えて頂きたいんですけど。 

○西野学務指導担当課長 道徳の本の製本につきましては、昨年度山田小学校の方で道徳

推進事業という事業を受けまして、その中で１年間の道徳教育に取り組んだ事業研究の

分であるとか、アンケートとか評価、そういった研究したものの分を製本して、山田小

学校の方から発表したというのがありまして、その製本代になっております。 

○田中委員 ということは、山田でやって、それを例えば磯長とか、そこらにも活用して

いるということでいいんですかね。 

○西野学務指導担当課長 ありがとうございます。ちょっと製本の数が限りがあるんです

けれども、一応教育委員会にも各学校の方にも配布させて頂きまして、町内全体で道徳

教育の方の振興に役立てるという形で製本させたものを活用させて頂いております。 

 以上です。 

○田中教育次長 今の補足なんですけれども、山田小学校だけとかということでなしに、

府の方から指定という部分で太子町は受けたという部分で、入りの方ですので、歳入で

それを説明させて頂きましたけれども、教育費委託金として、道徳教育推進事業費委託

金１９万９千１８７円の入りで賄っております。 

 以上でございます。 

○田中委員 道徳というのは太子町独自のものというのも変だから、そこらはある意味普

遍的なものだろうから、そこはまたきっちり大切な教育なのでよろしくお願いします。 

 全然話が変わるんですけれども、青少年グラウンドの禁煙について、看板等を出来た

ら設置してほしいということでお願いしていたかとは思うんですけれども、僕、ちょこ

ちょこ行くので、いまだに吸い殻とかいっぱい放ってある状況なので、そこら、準備も

して頂いているんでしょうか。 

○鳥取生涯学習課長 準備はしておりますが、まだちょっと至っておりません。申し訳ご

ざいません。 

○田中委員 禁煙は間違いないんですね。禁煙地区に、前、聞いた時はここも禁煙地区に

なるという説明があったんですけれども。 

○鳥取生涯学習課長 屋外なので、喫煙場所を設けるという方向で。 
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○田中委員 前の説明だったら、小学校の体育館があって、学校と一体施設なので、区域

内については全面禁煙になるという説明を受けたんですけれども。 

○鳥取生涯学習課長 上の方は小学校と一体に殆ど使っているということで、一応禁煙と

いうふうな流れだったと、そういう説明だったと思います。 

○寺町委員 中学校の方で今回、大規模改修ということでしっかりと取り組んで頂き、あ

りがとうございます。つきましては、振興事業の中でいじめ問題対策連絡協議会等々の

話があるんですけれども、下駄箱の方もきれいになっていたんですけれども、そこにポ

スティングでちょっと変なメールが入っているというお話を聞いているんです。防犯カ

メラ的なものが今回の改修の中でつけて頂いているのかなと思ったんですけれども、対

応出来ていないように今回、思いました。それらの件はどのようにお考えになられるん

ですか。 

○西野学務指導担当課長 以前にご相談頂いたこともあります。下駄箱、今まで蓋はある

んですけれども、開け閉めしたら中身が見えないというような形態であったことから、

今回、大規模改修で中身は透明になった蓋のついた下駄箱の方に変えて頂いているかな

と思います。カメラの件なんですけれども、現在、学校等についているカメラにつきま

しては、防犯の観点でカメラをつけさせて頂いておるところになります。下足の中にカ

メラをつけるということになってしまいますと、抑止力になるかもしれないんですけれ

ども、教育上で言いますと、やはり根本的な解決にはならない。例えば、そういうこと

をする子ども達の問題というのは、そこを防いだとしても、また見えないところで他の

ところでやってしまう可能性もありますので、教育的観点で言うと、そこでカメラをつ

けるというところは、やはりあまり良くないかなというところになっております。それ

よりも、子ども達の心を育てる教育の方に重点を置いて取り組みをさせて頂きたいとい

うところで、今回、下足の方にはカメラはついていないというところになっております。 

 以上です。 

○寺町委員 今おっしゃったように、抑止ということがすごく大事なので、個人的にいい

のか悪いのかはありますけれども、一応ダミーでも、掲示、防犯カメラ作動中的なもの

だけでも、それはこちらだけの話で、学校側にも一応抑止だということで、何かそうい

う行動を起こして頂けたらいいのかなと、個人的に考えていたんですけれども、何かい

い方法を考えて頂けたら有り難いですが、如何ですか。 

○池田教育総務課長 学校内にカメラをつけて、所謂言い方悪いですけど、生徒を監視す
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るというような形になって、抑圧を与えて指導をするというふうな形での学校のあり方、

なかなか難しいかなと。勿論そういう設備で対応するというのは、今も学務指導担当課

長からご説明がありましたように、この件に関しましては全校集会や生徒指導等でも対

応させて頂いて、その場で起こったことが、またそこを監視カメラを撮っていますので、

よそでということがないように、その行動自体について指導を全体に行って参りました。

幸い、その後、その指導のかいもあって、事例の発生はないということですので、今後

もそういう教育的な配慮の中で対応して参りたいというふうに考えてございますので、

ご理解頂きたいと思います。 

○寺町委員 これに関連して、今、中学校の方でいじめ対策もしっかりやって頂いている

と思うんですけれども、不登校の方が結構いらっしゃるというふうにお聞きしています。

不登校に対する、今もこういうものが関連しているのかなと個人的に感じるものですか

ら、何とかいい形で抑止を図って頂けるよう要望しておきます。 

○森田委員長 他にございませんか。 

○西田委員 先生の働き方についてちょっとお尋ねします。太子町の役場の方ではアルバ

イトさんとか、非正規の方の会計年度任用職員としてというので今回、一応条例も挙が

っていましたけれども、それと違って先生はほんとうに残業代をもらえないという、公

立学校教育職員給与特別措置法、そういうことで縛られていて、なんぼ働いても残業代

は出ないという中で、ほんとうに先生方、長時間労働が蔓延していて、先生の中で過労

死が増えているというのもあって、国の方もちょっと動き出しているので、１つは中学

校の部活、これだけ先生、忙しいのは大変と違うかということで、部活の軽減策を進め

ろみたいなのは言われているんですが、太子町、この働かされ過ぎな先生の健康状態を

守る為ということでどういったことを今、手がけているのか、教えてください。 

○西野学務指導担当課長 先生方の働き方改革ということで、まず部活動のお話がありま

した。大阪府の方から、国の方からなんですけど、指針が下りてきておりまして、そち

らの方も学校の方に太子町ということで下ろさせて頂きまして、現在平日１日と土日の

どちらかを１日、週で２日間は休日をとるということで、学校の方もその都度対応させ

てもらっております。ただ、試合前になると、どうしても練習時間というのが必要な場

合がございますので、そんな時には特別に練習をして、また別のところで休みをとると

いう形で対応させてもらっております。 

 プラス、本年度夏休みに夏季休業日を設けさせて頂きまして、８月１３日から１５日、
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町内の幼小中学校の方で先生方、お休みして頂くように通知を出させて頂きまして、対

応させて頂いております。それと以前からお話しさせて頂いています勤務管理簿の方で

校務支援を活用しまして、先生方の出退勤をタッチパネルで触れるだけで、何時に来て

何時に帰ったかというのがわかるような、自動的に集計をして頂くというようなシステ

ムを導入させて頂きまして、出退勤の管理が非常にわかりやすくなっているというとこ

ろになっております。今のところ、やっぱり４月、５月はなかなか出勤の方の時間が増

えている分はあるんですけれども、ですけれども、この学期、進んでいく上でだんだん

減ってきているというところで、先生方の働き方も管理しやすく出来ているかなという

ことでやらせて頂いております。 

 以上です。 

○西田委員 先生になろうかという方はやっぱり子どもの為に教育に携わりたいという思

いでその職を選んでいると思うんです。わざわざ１３日から１５日は来たらあかんと言

わないと、先生はちょっとオーバーワークしてしまうというような状況にあるのかなと、

今、聞いていて思いました。休みだというのはそちらの方から強く言って頂きたいなと

思います。そんな中で、一時、ほんとうに生徒数が多いなと感じている頃、よく先生方

の中に休職される方が多かったかなと思うんですけど、今はどうなんですか。小学校、

中学校を見て。 

○西野学務指導担当課長 ゼロと言いたいところなんですけれども、今、１名休職中の先

生がいらっしゃいます。 

○西田委員 その先生が早く出ないとあかんと思わないで済むように、ゆっくり心を休め

てもらえたらいいなと思います。それと、そうやって正職員の先生も忙しくなるのに、

全国で小中学校では６人に１人が非正規職員とのことです。太子町では非正規の職員さ

ん、うちも３人目の子どもの時には正規でない先生が担任になったことがあるんですけ

れども、非正規職員が担任を持っているクラスは何クラスかあるんですか。 

○西野学務指導担当課長 現在、産育休の先生方もいらっしゃって、その代わりに非正規

の講師の先生が入るということもありますので、ゼロと言う訳にはいかない状況になっ

ています。中学校の方では１名と、小学校の方も現在１名が講師の先生が担任されてい

るクラスがあるというところになっております。 

 以上です。 

○西田委員 ほんとうに先生は大変で、子どもの数が少なくなれば、子どもも落ち着いて
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勉強出来るから、３０人学級とか進めてほしいなと思うんですが、なかなかならない中

でね、ちょっとお尋ねしたいんですが、特別支援学級が何クラス、普通クラスが何クラ

スと、今、話がありましたけど、この特別支援学級に行っている生徒さんを通常学級の

一員と数える太子町はダブルカウントをとっているのかな。それとも、ダブルカウント

しなくても、そんなにぎゅうぎゅうの教室、クラスがないのか、そこら辺でダブルカウ

ントしたら、その分、クラスが増えて、先生が１人置けるかなと思うんですが、どうい

った状況になっているんですか。 

○西野学務指導担当課長 太子町も国、府の基準の通りにやらせて頂いておりますので、

支援学級の生徒は支援学級、それ以外の子ども達を通常学級という数の数え方になって

おりますので、ダブルカウントではないという状況になっております。 

○西田委員 何年か前に毎年やっている社保協とのキャラバンの時に、ダブルカウントを

しているんですと、その時は加配がついたのかな。そういうふうな話を西野先生からあ

ったような気がするんですけれども、そういうことはやっていなかったということです

か。 

○西野学務指導担当課長 今のお話は、多分教室に支援学級の子ども達がいるのかいない

のかということだと思うんですけど、教室には勿論机がありますので、書類上には通常

学級の数にも入っていないですけれども、教室には支援学級の子どもも通常学級の子ど

もも一緒の状態でいるということになります。 

○西田委員 でも、支援学級にいるから、お勉強によっては普通教室に来るけれども、そ

の分は入れていないということなんだね、普段も。 

○西野学務指導担当課長 定数の中には入れていないですけれども、教室の中にはいます

し、勿論クラスメート、担任としたら、学級担任の先生が担任でもありますし、支援学

級の先生も担任という形で、支援学級の生徒には担任が２人でいるような形で対応させ

てもらっております。 

○西田委員 どこでもダブルカウントしてもらったら、その分、クラスが増えて、その分、

クラスの人数が減って、その分、先生が増えるのと違うかということで、ダブルカウン

トしてくれという要望も上がっていますので、国や府がなかなか先生をつけてくれない

けれども、少しでも西野先生が、何と言ってくれたかな。子ども達の心を育てる教育を

太子町でやっているのであれば、ほんとうに緩やかな思いで先生も心を病むこともない

学級運営をしてもらいたいと思いますので、先生の確保はまた力を入れてよろしくお願



－１２８－ 

いします。 

○森田委員長 他にございませんか。 

○阪口委員 中学校の方は大規模改修というのでやって頂いた訳ですけれども、小学校の

方ですね、というのは、最近のテレビを見ておったら、地震の対策と雨水の対策は結構

やっているそうですけれども、風の対策はやっているところは殆どなくて、学校の体育

館の屋根が飛ばされているところが随分多くて、そこまで見てなかったけど、大体学校

の屋根というのは３０年、４０年たって、釘も錆びているし、大風が来たら一遍に飛ん

でしまうというようなかなりはっきりしてきたみたいなんですけれども、太子町の方は

中学校、山田小学校は体育館は新しいですから大丈夫だと思うんですけれども、磯長小

学校の方は大丈夫かというのと、体育館ですね。それと磯長小学校全体が老朽化してき

ているので、随時はやっておられると思うんですけれども、今後、磯長小学校の大規模

改修の方はどのように考えておられるんでしょうか。 

○池田教育総務課長 とりあえず磯長の体育館の件ですけれども、今は目視の点検は日常

させて頂いていて、特に傷んだところはないんですけれども、今後はちょっと点検は必

要かなという箇所については随時見ていきたいなと。今年度につきましては、個別施設

計画、所謂長寿命化の関係と絡んで、それぞれの学校施設の補修とか大規模改修とかの

年次的な計画を作っていく作業をしてございます。それに基づいて各校とも手続の対応

をして参りたいなというふうに考えてございます。 

○阪口委員 学校体育館のやつは避難所にもなっている所が多いので、それで各地で大変

なことになっているということで、体育館の屋根だから、なかなか点検しにくいので、

よく見たら、非常に傷んでいたというのがわかったということも随分あるそうですので、

今後も気をつけてやって頂きたいというふうに思います。 

 それと、１５７頁、二子塚ですけど、これは平成２７年からずっとやって頂いていて、

今年も進めるということですけど、あとどれぐらいというのか、進行状況、特に計画策

定もされておりますので、これは大体今年ぐらい出来るんですか。かなり時間もかけて

やっておられるようですけど。 

○鳥取生涯学習課長 二子塚古墳につきましては、平成２７年からご指摘のようにスター

トしております。昨年度は追加して、先程次長からも説明がありましたように、追加指

定の為の調査報告書、今までやってきた調査報告書の印刷、それと今回、整備していく

土地の部分の詳細測量、それと境界画定の測量全て行いました。その調査報告書に対し
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まして、保存検討委員会の審議を頂きまして、今年の１月に文科省の方に追加指定の申

請書、提出しております。６月２１日にその文化庁文化審議会の方から文科省に対して

追加指定につきましては、妥当であるというふうな答申を頂きました。それは新聞にも

掲載されたということもあります。それを受けまして、令和元年、今年の１０月中には

正式に追加指定が来るという見込みでございます。 

 これを受けまして、現在、整備基本計画というものを策定中でございます。そこの中

にはどういう形で墳丘の復元をやっていくのか、それともガイダンス施設についてはど

ういう整備をしたらいいのか、どういうものを置いた方がいいのかというのを総合的に

計画を立てていっております。それをもとに、令和２年、来年度、基本設計、所謂それ

をもとにした基本設計を行いまして、令和３年には実施設計、詳細設計に入っていきた

いと。工事もその年に一部かかりまして、早ければ令和４年に最終工事をやって、令和

４年度末には終われたらいいかなというふうには、事業量はまだちょっと読めませんの

で、工事完成をそれぐらいに向けたらいいかなというふうには考えております。 

○森田委員長 他にございませんか。 

○建石委員 ちょっと教育総務課長に確認なんですけど、先程公共施設、小中学校の長寿

命化の為の計画を立てているのだと、これが新聞発表では財務省が令和２年度内にきっ

ちりとやったら、各自治体において優先的に補助金を出しますよというふうな報道がな

されているんだけど、これはそれに見て立てているというのですか、どっちなんでしょ

うか。 

○池田教育総務課長 おっしゃる通りでございまして、学校施設環境改善交付金等を受け

るのに、この個別施設管理計画を策定しないと、今後は補助金が出しにくいよというよ

うな感じが文科省からございまして、それに合わせて令和２年度に向けて、今年度中に

その計画を策定するという意図でございまして、おっしゃる通りです。 

○森田委員長 他に。 

○西田委員 子どもの貧困が言われているではないですか。全国的に見たら、大阪府は沖

縄県に次いでぐらいに貧困が進んでいるそうなんですけれども、就学援助はこれだけの

数がいて、就学援助についてお尋ねするんですが、ここには医療費や給食や修学旅行や

ら扶助がついているんですけれども、一応国が悪いのはわかっているんですが、国は他

にもクラブ活動費にも、生徒会費も、ＰＴＡ会費にも就学援助、いくらかの金額を設け

ていると思うんですが、太子町は国が示す全て就学援助の対象として出しているんです
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か。 

○池田教育総務課長 基本的に就学援助制度は国の制度通りになって運用してございます。

ただ、ここ近年、卒業アルバム費を就学援助費に含める等々の対応をされていますので、

その辺につきましては、近隣の状況も勘案しながら、どの辺の制度を取り入れていくの

か、今、検討して参りたいというふうに考えてございます。 

○西田委員 教育次長、全部、出せていますか。今、言ったようなクラブ活動とかに。 

○田中教育次長 今、教育総務課長の方から全部と言いましたけど、これ、一部国基準と

合わせていないところがございます。クラブ扶助、そういう分については出せません。

ただし、うちの方では国基準で支給ではなしに、国基準の１.２５という部分で支給さ

せて頂いていますので、国基準と言われましたら、国基準でさせて頂いていると考えら

れるのかなと思っております。 

○西田委員 国が実態に見合ったのをくれたらいいのだけど、交付税算入の時にやり方を

変えてしまったから、本当にくれているのかというところもあって、色々苦労している

かと思うんですが、できましたら、国基準より１.２５を堅持しつつ、言われる分は出

してもらって、子ども達が学校で苦しい思いをせんように、太子町としても頑張っても

らいたいなと思います。 

 そんな中で、ほんとうにだから、食べるのも大変だからというのもあって、中学校給

食が出来てみんな喜んでいるのだけれども、それでは足らんということで、全国的には

子ども食堂がはやっていますし、太子町でも他、民間になるのかな、やってくれている

んだけれども、教育の現場を見ていて、この子達のことを見ていたら、やっぱり太子町

にも子ども食堂が必要だなと思うか、もっと進んだら、１０時のおやつではないけど、

そういうのを食事提供しているような学校もあったりすると聞くんですけれども、太子

町の子ども達の現状を見ていて、どうお考えですか。 

○西野学務指導担当課長 西田委員からお話しして頂いた件につきましては、またそうい

った視点で子ども達の様子を観察させて頂いて、今後ということをまた検討していけた

らなと思っております。今のところ、そこまでというところの子どもの状況というのは

聞いておりませんので、と思っております。 

○西田委員 また現場の方でよく見てもらえたらと思います。夏休み明けたら、痩せてい

る子がいたとか、中学校だったら、お弁当だった時はお弁当になったらいない子が出て

くるとか、いろんなことも聞いていましたので、給食だけで解決しない問題、本当に家
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庭のことになってくるかもしれませんけれども、子ども食堂、この方向では福祉が先に

動き出していますけれども、大多数の児童生徒がいる、学校にいるという、子ども達を

見られる場ですので、子ども達の食生活をもう少ししっかり見てもらったらと思います

ので、要望しておきます。 

○森田委員長 他に。 

○村井委員 ちょっと１５１頁のスポーツ公園のところで、感じたことなんですけど、体

育館の自動販売機を設置されているかと思うんです。２台あったのが１台になって、１

台、体育館の中ですね。１台になって、聖火リレーのメインスポンサーのメーカーさん

をつけている自動販売機を設置されているかと思うんですけど、その契約されているベ

ンダーさんと売上金がどうなっていくのか、もしその売り上げの一部がそういう施設に

還元、還付されるというような仕組みになっているのか、教えて頂けませんか。 

○鳥取生涯学習課長 ご指摘の体育館設置、スポーツ公園設置の自動販売機につきまして

は、体育館の中に１台、それとグランドに１台、計２台置いてございます。それが両方

とも社会福祉協議会の方から置かせてほしいということで申請があって、置いて頂いて

いるものでございます。ですので、占用料、使用料、施設の使用料であるとか、売り上

げの何％をバックというか、そういうのは一切頂いておりません。ただ、電気代だけを

雑入で先程次長から説明がありましたように、年間５万４千円、その電気代だけが歳入

として組み込まれています。あと、屋外の自動販売機につきましては、設置する時にサ

ービスというか、附帯施設という形で防犯カメラを２台設置して頂いております。 

 以上です。 

○村井委員 それ、ベンダーとの契約は入札ですか、随契。 

○鳥取生涯学習課長 ベンダーとは直接契約しておりません。ですから、社会福祉協議会

がベンダーと契約しているという形になっております。 

○村井委員 ちょっと委員長、他の公共施設の自動販売機についてもちょっと聞きたいん

ですけど、いいですか。 

○森田委員長 どうぞ聞いてください。 

○村井委員 他の、例えば庁舎と道の駅、例えば和みの広場、その辺の自動販売機の契約

と売り上げがどこへ行くのかというのをちょっと教えて頂けませんか。 

○浅野まちづくり推進部長 まちづくり推進部の所管でいきますと、和みの広場、それと

道の駅、交流センターにそれぞれ自動販売機がございます。先程、生涯学習課長の方か
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ら報告がありましたように、それぞれの施設管理者としましては申請者に対して占用許

可、それと占用料、場合によっては電気代を頂いている。その売り上げのバックマージ

ンというか、売り上げに対してどうだこうだというところの直接契約はございません。

聞くところによると、ある一定の申請の部分については１５％をどこかに戻すかという

ような契約をされているということですけれども、施設管理者としてはその売り上げ分

に対してどうだこうだというところの契約はしていないところでございます。 

○奥埜総務政策課長 庁舎の関係についてお答えさせて頂きます。庁舎につきましては、

２階の自動販売機、これにつきましては、先程、生涯学習課長が説明申し上げましたよ

うに、同様の形、社協からの設置という形で直接的にはベンダーといいますか、事業者

との契約とはなってございません。又、１階の食堂には設置されております部分がござ

います。こちらにつきましては、職員への福利厚生ということで、職員会を通じて契約

しておるというような状況となっておりますので、職員会からの申請に基づいて福利厚

生の観点から設置させて頂いておるというふうな状況になってございます。 

 以上でございます。 

○村井委員 自動販売機、設置して頂いて、私もよく２階とか体育館とか、和みでもあっ

ちこっち使わせてもらうんですけど、今、私も一般質問で質問しましたけど、自動販売

機が今までだったら、硬貨を投入して飲み物を買って喉を潤す感じだったんですけど、

今はもう違う活用方法、多言語化されていたり、防犯カメラがついていたり、災害時対

応で全部出てくるとか、色々そういうのが、例えばＡＥＤがついているとか、そういう

ところの自動販売機を、売上金を活用していろんな自動販売機が出ている中で、今、デ

ジタルサイネージ型とか、タッチパネルで、バス停の時刻表が出ているけど、ジュース

買う時、ボタン押したら自動販売機になるみたいな、そういうデジタルサイネージ型と

かがどんどん出てきていまして、やっぱりその辺のところも統一感を持たせて、ただ売

り上げがこっちへ行くや、あっちへ行くやという話でなくて、やっぱり、これ、何で私、

教育委員会で、生涯学習センター建設の時に、そういう工夫というのをやっていかんと、

ただ飲み物があるから自動販売機があります、売り上げはこっちへ行きますではなくて、

もうちょっと違うところを検討された方がいいのではないか。よその自治体に行ったら、

そういうところ、すごく、うまいこと活用してやっていますね、これ、こんなのがある

のだなというのがあるので、ちょっとその辺、あわせて要望して言っておきます。 

 ありがとうございました。 
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○森田委員長 他にありませんか。 

○西田委員 平成３０年度の当初予算が審議では色々あったと思うんですけれども、生涯

学習施設が議員さんの意見を聞いたかとか、もっと議員と話をしてほしいなということ

で附帯決議を目指されてあったんですけれども、この１年どんどん進めていって形にな

りつつあるんですが、そういう予算を通じて生涯学習施設建設に向けての努力してきた

ことというのは何かございますか。 

○鳥取生涯学習課長 全てが努力でしたけれども、一番思ったのは、やはり住民さんの意

見を聞くという形でどういう形で聞くというので一番苦慮しまして、最終的には図書館

利用者の方にアンケートをとらせて頂きまして、その結果がすごく新鮮であったかなと

いうふうには感じております。まだまだこれから事業は進んでいきますので、引き続き

努力して参りたいと思います。 

 以上です。 

○西田委員 よろしくお願いします。図書館のフロア、もっともっと住民さんの意見を聞

いて作りたいというのを聞いているんですけど、やっぱり図書館というのを、ひたすら

言いますけれども、やっぱり司書さん、館長さんはみんなと言いたいんですけど、みん

なとならないでも、正規の職員さんを置いて頂きたいんですが、建物を建てるそういう

努力の傍ら、そういう出来た後の職員体制についても、今、考えながら進めて頂けてい

るんでしょうか。 

○鳥取生涯学習課長 現在３名の司書を、嘱託ではございますが、雇用させて頂いており

ます。３名ということで、特に利用者からの苦情もなく３名とも非常に熱心で図書にも

熟知されておりまして、今のところ、現在の体制を変更する予定はございません。ただ、

新しい施設になりますと、当然蔵書数が変わってきますので、今の３人では到底さばき

きれないというふうには考えておりますので、その辺は今現在ちょっと司書とうちの職

員と意見交換会ではないですけど、業務検討会みたいな場を設けまして、今現在、次、

３回目なんですけど、そういう検討会をやっていっている最中でございます。その中で

は何人必要かというのを、またこれ何人必要かとなってきますと、人事部局とも当然絡

んできますので、その辺も含めてオープンまでには検討していきたいと思います。 

○森田委員長 ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○森田委員長 ないようでございますので、教育委員会関係についての質疑を終わります。 
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 ここで一般会計決算認定の質疑は全て終わりました。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

○西田委員 認定第１号、平成３０年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について意見を

付けて、賛成の立場で討論を行います。 

 安倍政権はアベノミクスの失敗を認めようともせず、それどころか更に進めるととも

に、医療介護等の社会福祉予算を削減し、格差と貧困の是正を求める国民の声に背を向

け、国民の暮らしに冷たく、富裕層、大企業を優遇する政治を進めています。貧困と格

差を更に拡大するとともに、戦争する国づくりを推進する為に私達の税金が使われてい

ます。国民に冷たい政府は自治体にも冷たく、中小企業対策費や農林水産予算、地方交

付税等も軒並み削減されており、地方創生どころか、地域経済の疲弊を加速させる政治

を推し進めています。自治体も大変、暮らしも大変な時に消費税増税は日本の経済も国

民の暮らしも破壊するものでしかなく、１０月からの消費税１０％への増税は今からで

も中止すべきです。この平成３０年度、太子町では子育て支援やがん検診の充実、地域

公共交通網形成計画の策定、災害復旧に迅速に対応する等、一定の努力がなされていま

す。しかし、有料ありきで地域公共交通会議を進められる中で、福祉バスや乗り合いワ

ゴン車等を利用しての予防医療や、介護、外出支援等の施策が後退するのではないかと

の心配が住民の中に広がっています。住民の福祉の増進を図ること、これが自治体の仕

事です。是非多くの住民が喜ぶ地域公共交通となるよう、住民の声をしっかり聞いて進

めてください。 

 住民の声を聞く、議会とも十分議論する、このことが問われたのが平成３０年度の当

初予算でした。生涯学習施設整備事業に対し、修正動議が出され、今、観光交流センタ

ーを建て替えて生涯学習施設が建設されようとしています。特別委員会で丁寧な説明も

され、一つ一つ確かめながら進められています。この精神を是非生涯学習施設建設のこ

とだけではなく、あらゆる施策でも実施して頂きたいと思います。 

 又、議案となって提案する前に、是非庁内の政策会議で議論に議論を尽くして、意思

を持って議会にも、住民にも職員さんにも提案出来る体制をとって頂くことを求めまし

て、意見を付けての賛成討論と致します。 

○森田委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 



－１３５－ 

○森田委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 認定第１号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○森田委員長 ご異議なしと認めます。よって、認定第１号、平成３０年度太子町一般会

計歳入歳出決算認定については、原案通り認定することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は終了致しました。 

 これで委員会を閉会させて頂きます。 

 ありがとうございました。 

午後 ２時３２分 閉 会 
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